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              午前９時５６分 開議 

議長（北元 豊君） おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１４名であります。定足数に達しておりますので，これより本日

の会議を開きます。 

 本日の議事日程は，あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

 昨日に引き続き一般質問を行います。 

 質問順位７番，竹橋和彦議員の登壇を許します。 

２番（竹橋和彦君） おはようございます。民政同志会竹橋和彦です。 

 ただいま議長より発言許可を頂きましたので，発言通告書に従い，平成２７年第２回定

例会一般質問を致します。 

 人口２万７，０００人以上に警鐘をと題し，次の４点を質問致します。 

 １，要因の検証と見直しについて，２，処方箋もしくはカンフル剤について，３，希望

出生率目標値，人口置換水準目標値について，４，人口減少における自治体，市民への影

響について。 

 竹原市総合計画後期基本計画に「人口減少社会に対応した活力ある竹原を目指して」と

うたわれています。 

 先日厚生労働省が６月５日に２０１４年人口動態統計，１人の女性が生涯に産む子ども

の平均数によると，合計特殊出生率が９年ぶり１．４２に微減と発表されました。人口動

態のポイントとして，２０１４年に生まれた子どもの人数，出生数は１００万３，５３２

人で過去最低，死亡数が戦後最大，人口の自然減が過去最大の減少幅，結婚の件数が戦後

最少，まさしく記録づくしで掲載されています。 

 このことを踏まえ，竹原市においても基本構想に将来像のフレーム，目指す人口は２万

７，０００人以上，目標年次は平成３０年とされています。たけはら広報６月号より，人

の動き，平成２７年５月１日現在，住民基本台帳登録者数人口２万７，５１０人と記載さ

れています。目標年次は平成３０年，あと３年後，果たしてこのまま推移すると人口２万

７，０００人以上を維持できるのでしょうか。平成１７年３万１，４９４人，平成２７年

５月１日現在２万７，５１０人，この１０年間の人口減平均数３９８人となり，この平均

数をもとに単純に算出すると，平成３０年２万６，６１６人となります。もし加速度的に

人口減少が進行すると仮定するならば，２万６，０００人を割る数値も考慮しなければな

らないと思います。大きく警鐘を鳴らすべきでしょう。 
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 そこで最初に，御質問致します。 

 毎年人口減少が続いている最大の要因をどう検証されていますか。検証の結果をもと

に，人口減少に対し６つの施策の基軸と基本施策，具体的な施策の見直しはないのです

か，御答弁をお願い致します。 

 また，厳しい将来予測を冷静に受けとめつつ，一刻も早く対策を講じなければならない

と思いますが，何か処方箋もしくは強力なカンフル剤がございますか，お伺いします。 

 本市として将来にわたって持続可能性を有する人口を維持するために，希望出生率目標

の目標値をお答えください。 

 また，将来において人口を安定的に維持できる水準である人口置換水準の目標値はござ

いますか。お伺いします。 

 高齢化と同時にじわじわと進行している少子化による人口減少が高齢化の対策に向けら

れ，ボディーブローのようにきいてくる少子化による人口減少社会が自分たちの暮らしに

どのような影響を与えるのかについて，地域社会，住民の危機感もなく，認識を共有され

ることもないと考えます。あえて，この人口減少問題をただ単に行政の問題として捉える

のでなく，将来にわたって持続可能な社会を形成し，好循環させるためにも，私たち市

民，企業，地域社会，行政と協働し，この人口減少対策問題を共有化し，ともに考えてい

かなければならないと思います。 

 最後の質問を致します。 

 この大変な人口減少問題という課題を，市民，企業，地域社会に周知して頂くためにお

いても，今後一層少子化による人口減少が深刻化した場合，市民あるいは自治体への影響

を御説明ください。 

 以上で壇上での質問は終わります。なお，答弁により自席にて質問致します。 

議長（北元 豊君） 順次答弁願います。 

 市長。 

市長（吉田 基君） 竹橋議員の質問にお答えをさせて頂きます。 

 まず，人口減少の要因の検証と見直しについてでありますが，本市の人口は昭和５５年

の３万６，８９５人をピークにそれ以降人口減少が続いております。この人口減少は，出

産の自然増及び転入の社会増の合計数に対し，死亡の自然減及び転出の社会減の合計数が

上回ることにより起こっているものであります。平成２１年から平成２５年までの５年間

の自然増及び社会増の合計数の平均値は８６２人となっており，自然減及び社会減の合計
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数の平均値は１，３３４人となっております。 

 こうしたことから，今後も毎年４７０人程度の人口減少が予想されるものでございま

す。また，自然増と自然減の合計数，いわゆる自然動態の平成２１年から平成２５年まで

の５年間の平均値は２３９人のマイナスであるのに対し，社会増と社会減の合計数，いわ

ゆる社会動態の同５年間の平均値は２３３人のマイナスとなっております。 

 現時点では自然動態と社会動態の増減数がおおむね均衡しておりますが，今後につきま

しては高齢化の進展が予想されており，人口減少の最大の要因として自然減が見込まれる

とともに，就学期を終え，進学，就職等による社会減が顕著にあらわれている社会動態の

特徴から，社会減についても注視しなければならないものと考えております。 

 このような厳しい状況の中で，昨年の８月に策定しました竹原市総合計画後期基本計画

におきましては，「ふるさと竹原の“強み”を活かした更なる挑戦～人口減少社会に対応

した活力ある竹原市をめざして～」をテーマに挙げ，６つの施策の基軸に「挑戦」という

キーワードを加え，特に力を入れて行う施策を「チャレンジプロジェクト」として位置付

け，各施策を展開しております。 

 一方，国においては，まち・ひと・しごと創生法を公布・施行し，人口減少社会に対応

するためのまち・ひと・しごと創生長期ビジョンやまち・ひと・しごと創生戦略を策定致

しました。これにあわせて，都道府県や市町村におきましても，地方版人口ビジョンや地

方版総合戦略を策定することとなっており，本市におきましてもこれらの策定に向けた作

業に４月から取り組んでいるところであります。今後につきましても，後期基本計画に掲

げる６つの施策の基軸を補完する形で本市の地方版総合戦略を策定し，人口減少に対応し

た各施策，事業を実施してまいりたいと考えております。 

 次に，人口減少対策としての処方箋やカンフル剤についてでありますが，人口減少への

対応策としては，出生率を向上させることにより人口減少に歯どめをかけ，将来的に人口

構造そのものを変えていこうとする方法と，出生率の向上を図っても今後数十年間の人口

減少は避けられないことから，今後の人口減少に対応し，効率的かつ効果的な社会システ

ムの再構築をしていく方法の２種類があります。 

 これらの対応策につきましては，同時並行的に進めていくことが必要であり，こうした

観点から，市内から市外への人口流出に歯どめをかけることや若い世代の就労，結婚，子

育ての希望を実現すること，竹原地域の特性に即した地域課題を解決することが重要であ

ると考えております。 
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 次に，各種目標値の設定についてでありますが，本市が将来にわたって持続可能性を有

し，人口を維持するための希望出生率や将来において人口を安定的に維持できる合計特殊

出生率，いわゆる人口置換水準の目標値につきましては，現段階において設定をしており

ませんが，現在，地方版人口ビジョンの策定に係る人口動態分析作業を行っており，本市

における人口動態の将来推計を行う中で，目標値ではなく仮説数値として様々な人口動態

の将来推計をシミュレーションしてまいりたいと考えております。 

 次に，人口減少における自治体や市民への影響についてでありますが，まち・ひと・し

ごと創生会議が取りまとめておりますまち・ひと・しごと創生長期ビジョンによります

と，人口減少は高齢化の進行によって総人口の減少を上回る働き手の減少が生じ，その結

果，総人口の減少以上に経済規模を縮小させ，１人当たりの住民所得を低下させる恐れが

あるものとされております。 

 また，社会保障費の増大等により，働き手１人当たりの負担が増加し，勤労意欲にマイ

ナスの影響を与えるとともに，人口規模の縮小が経済，産業活動を停滞させる恐れがある

とされ，人口減少によって経済規模の縮小が一旦始まるとそれがさらなる縮小を招くとい

う縮小スパイラルに陥るリスクがあり，特に人口急減に直面している地方では，これによ

り労働力人口の減少や消費市場の縮小を引き起こし，地方の経済規模を縮小させ，それが

社会生活サービスの低下を招き，さらなる人口流出を引き起こすという悪循環に陥る恐れ

があるとされております。 

 このことから，本市における影響と致しましては，高齢化による社会保障費の増大や生

産年齢人口の減少，地域経済を支える企業の減少に伴い地方税の減収が考えられることか

ら，今後の行政サービスを賄うための自主財源の確保が重要な課題になるものと考えてお

ります。 

議長（北元 豊君） ２番竹橋議員。 

２番（竹橋和彦君） それでは最初に，平成３０年度に２万７，０００人以上という目標

は達成できるんでしょうか，お伺いします。 

議長（北元 豊君） 企画政策課長。 

企画政策課長（松﨑博幸君） 竹橋議員の御質問にお答え致します。 

 毎年の人口減少，人口動態，この数字からいえば非常に厳しい状況であると認識してお

ります。 

議長（北元 豊君） ２番竹橋議員。 
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２番（竹橋和彦君） 大変厳しいと思いますが，頑張って頂きたいと思います。 

 次に，目標が達成できないのであれば６つの施策の基軸や各具体的施策を変更するべき

ではないですか，お伺いします。 

議長（北元 豊君） 企画政策課長。 

企画政策課長（松﨑博幸君） 先ほど市長の方からも御説明をさせて頂きましたが，後期

基本計画に掲げられます６つの施策の基軸を補完する形で竹原市における地方版総合戦略

を策定し，現在国が検討をしております交付金を活用致しまして，人口減少社会に対応す

る施策，事業を実施してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

議長（北元 豊君） ２番竹橋議員。 

２番（竹橋和彦君） ありがとうございます。 

 私の調べたところ，施策検討に当たっては，地方版総合戦略の国の平成２６年度補正予

算，平成２７年度当初予算の各種の補助事業や地域住民生活等緊急支援のための交付金が

あると思いますが，どのように活用され，どういった使われ方をされるのか，教えて頂け

れば。 

議長（北元 豊君） 企画政策課長。 

企画政策課長（松﨑博幸君） 現在，この３月の議会におきまして，一定の国の先行交付

金のものにつきましては，事業を予算要求させて議決を頂いたところでございます。その

中にはＩＣＴの活用を推進する事業，またこのたびの地方版総合戦略を策定をする経費，

こういったものが入っております。 

 まず，ＩＣＴを活用した事業につきましては，これは教育部門におきまして今後の地方

創生をうまく進めていくために先行的に取得をして，今後の地方創生の事業に役立ててい

く，こういう観点で事業を進めさせて頂いております。 

 また，今後，今現在国が検討をしております交付金につきましては，地方版総合戦略を

策定する中で外部の推進組織の方から意見を聞いて，その戦略をまとめることとなってお

ります。 

 事業の推進また実施の仕方については，各分野の構成するメンバー，委員の皆様方に意

見を聞いて対応してまいりたいと，このように考えております。 

 以上です。 

議長（北元 豊君） ２番竹橋議員。 
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２番（竹橋和彦君） 是非そういった交付金等を積極的に活用され，政策に生かして頂き

たいと思います。 

 次に，目標が達成できないのであれば目標は変更するべきではないでしょうか，お伺い

します。 

議長（北元 豊君） 企画政策課長。 

企画政策課長（松﨑博幸君） ２万７，０００人以上という目標につきましては，平成２

１年３月に基本計画を策定した際，設定したものであります。当時の将来人口推計では２

万６，０００人を割り込む恐れがあったので，２万７，０００人以上とさせて頂いた経緯

がございます。竹原市では平成２１年度から人口減少社会に対応した各種施策を推進して

まいりましたが，これまでの間，高齢化の進展や厳しい経済状況を反映して，その結果が

現在の人口であると認識をしております。 

 しかしながら，これまで諸先輩方が実施をしてきました人口減少社会に対応した様々な

施策につきましては一定の成果があったと認識をしております。つきましては，後期基本

計画に掲げる６つの施策の基軸を補完する形で地方版総合戦略を策定し，国が現在検討を

しております交付金を活用して，人口減少社会に対応する施策，事業について実施をして

まいりたい，このように考えております。 

 以上です。 

議長（北元 豊君） ２番竹橋議員。 

２番（竹橋和彦君） ありがとうございました。 

 要は，総合計画により，人口減少社会に対応した様々な施策，事業を行ったことについ

ては「一定の成果があったものと認識しております」のであればもっと視野を広げて頂

き，次につながるようにお願いしたいと思います。 

 続きまして，目標の施策の方向性等の見直しをすべきではないでしょうか，お伺いしま

す。 

議長（北元 豊君） 企画政策課長。 

企画政策課長（松﨑博幸君） 施策の方向性等の見直しにつきましては，次期総合計画を

策定する段階におきまして，これまでやってきました様々な施策，事業の成果また効果を

検証し，その検証結果を踏まえた上で，見直しが必要であれば検討してまいりたいと考え

ております。あわせまして，目標につきましても，次期総合計画を策定する際には，将来

人口推計を分析した上で適切に設定してまいりたいと考えております。 
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 以上です。 

議長（北元 豊君） ２番竹橋議員。 

２番（竹橋和彦君） 是非早い段階で，一日も早く総合計画を進めて頂きたいとお願いし

ます。 

 次にですが，自然動態の減については大変理解しやすいのですが，過去５年間の社会減

である社会減の平均値２３３人でなく，過去５年間の実数で御説明お願い致します。 

 さらに，どこに転出しているのか，年齢層と男性，女性の数値をあわせて御説明お願い

致します。 

議長（北元 豊君） 市民健康課長。 

市民健康課長（森重美紀君） 過去５年間の社会減の実数と転出先，年齢層と男性，女性

の数値についての御質問でございます。 

 １点目の過去５年間の社会減の実数でございますが，平成２１年から平成２５年までの

社会増，社会減の合計数の平均値は２３３人のマイナスとなっておりますが，その各年ご

との数値は平成２１年がマイナス１６０人，平成２２年がマイナス３１０人，平成２３年

がマイナス３１５人，平成２４年がマイナス１３２人，平成２５年がマイナス２４６人と

なっております。 

 次に，転出先，年齢層と男女の数値についてでございますが，広島県が実施しておりま

す人口移動統計調査，乙調査票の集計によりますと，竹原市から転出される方の年齢層は

２０代が一番多く，次いで３０代となっております。転出先につきましては，広島県外へ

の転出者が一番多く，次いで東広島市，広島市となっております。男女の転出先別，年代

別で集計された数値は出ておりませんが，平成２１年から平成２５年までの転出者の男女

比はほぼ半々で推移しております。 

 以上です。 

議長（北元 豊君） ２番竹橋議員。 

２番（竹橋和彦君） ありがとうございました。 

 要は，２０代，３０代の方が転出されているということなんでしょうけれども，これを

若い方をいかに定住させるのか，いかに本市に留めるのかということを念頭に置いて，何

かお考えございますでしょうか。政策的なものありますか。 

議長（北元 豊君） 企画政策課長。 

企画政策課長（松﨑博幸君） これにつきましては，今現在，地方創生の地方版総合戦略
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の策定に向けて外部検討委員の推薦，調整を実施をしております。今の若者世代の社会減

につきましてどういう手があるのか，幅広に各メンバー，各委員の方々から意見を聞いて

検討してまいりたい，このように考えております。 

 以上です。 

議長（北元 豊君） ２番竹橋議員。 

２番（竹橋和彦君） ありがとうございました。今のそれで結構です。是非頑張って頂き

たいと思います。 

 次に，竹原市総合計画後期基本計画の掲げる６つの施策の基軸としてそれを補完する形

で地方人口ビジョンや地方総合戦略の策定に向け，４月より取り組んでいらっしゃるよう

ですが，平成２７年１月に内閣府地方創生推進室の地方版総合戦略のための手引に，地方

版総合戦略は人口減少克服，地方創生が目的とされています。 

 現在人口動態分析作業段階と思いますが，目標値でなく仮説数値として人口動態の将来

推計のシミュレーションをされようとされているようですが，仮説数値を想定されている

のであれば御説明ください。また，地方版総合戦略策定プロセスの推進組織は準備されて

ますか，お伺い致します。 

議長（北元 豊君） 企画政策課長。 

企画政策課長（松﨑博幸君） まず，地方版人口ビジョンのことについて御説明致しま

す。 

 先ほどもありましたが，仮説数値の部分につきましては，現在地方版人口ビジョンの分

析作業中，また策定の作業中となっておりますので，今現在はありません。 

 そして，地方版総合戦略を推進をしていく推進組織でございますが，これは国の方から

幅広い年齢層から住民をはじめ産業界，行政機関，教育機関，金融機関，メディア，いわ

ゆる産官学金労言等で構成をする推進組織で，総合戦略の方向性等を検討するなど，幅広

く意見が反映されるようにすることが重要であると示されております。 

 竹原市におきましては，その推進組織を７月に設置する方向で現在構成メンバーの人選

や調整を行っているところでございます。構成メンバーにつきましても，住民においては

若者の男性，女性や子育てを行う女性，産業界からは商工会議所，行政機関からはハロー

ワーク，教育機関からは市内にございます高等学校及び中学校の校長などの参画の予定を

しておりますので，効果，効率的に推進するためにも参画者の意見をしっかりと聞き，地

方版総合戦略に反映してまいりたいと思っております。 
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 以上です。 

議長（北元 豊君） ２番竹橋議員。 

２番（竹橋和彦君） ありがとうございます。是非効果的，効率的に推進するためにも，

広く関係者の意見を取り入れて頂きますようよろしくお願いします。 

 続きまして，国立社会保障・人口問題研究所によると，本市の２０１０年の住民基本台

帳をもとに人口推計されています。人口移動が収束した場合，２０４０年人口１万７，１

０９人，若年女性人口２０歳から３９歳１，２２４人，マイナス５１．８％，人口移動が

収束しない場合，人口１万５，６８０人，若年女性人口２０歳から３９歳９００人，マイ

ナス６４．１％と推計されています。大変ショックな数字ですが，若い女性の減少は地域

の将来を左右する子どもの数に直結しますが，いかが考慮されますか，お伺い致します。 

議長（北元 豊君） 企画政策課長。 

企画政策課長（松﨑博幸君） 竹橋議員御指摘のとおり，若い女性の減少は将来の竹原地

域の子どもの数に影響する恐れがあると認識をしております。この状況を考慮致します

と，若者の就労，結婚，出産，子育ての希望を叶えることが重要であり，地方版総合戦略

を策定する際に推進組織を設置しますが，その中には若者の男性がお一人，若者の女性及

び子育てを行う女性が３名参画する予定ですので，関係者の意見をしっかりと聞いて策定

に向けて対応してまいりたいと思っております。 

議長（北元 豊君） ２番竹橋議員。 

２番（竹橋和彦君） 是非そういった生の意見を取り入れて頂き，施策にしっかり反映さ

せて頂きたいと思います。 

 続きまして，出生率の低下の原因とその背景にある要因をどのようにお考えでしょう

か，お伺いします。 

議長（北元 豊君） 市民生活部長。 

市民生活部長（今榮敏彦君） 出生率の低下の原因とその背景にある要因との御質問でご

ざいます。 

 議員から冒頭御説明のございました厚生労働省が発表致しました人口動態統計の中で，

合計特殊出生率の件，９年ぶりに減少とございました。同時期に内閣府が平成２５年の少

子化社会対策白書というものを発行してございます。この中でるる，いわゆる少子化の観

点から出生数等についての取りまとめがなされております。 

 まず，我が国の年間の出生数，これは第１次ベビーブーム期に２７０万人，それから第
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２次ベビーブームには２００万人です。それから，ありましたが，１９７５年，昭和５０

年に２００万人を割り込みまして，それ以降毎年減少を続けてございます。昭和５９年に

は１５０万人を割り込みまして，平成３年以降は増加と減少を繰り返しながら緩やかな減

少傾向となっていると，でございます。先ほど厚生労働省が発表した合計特殊出生率につ

きましては，９年ぶりに減ということでございますが，全体の出生数の流れとしてはその

ようなことでございます。 

 合計特殊出生率につきましては，第１次ベビーブーム期には４．３，それから昭和２５

年以降急激に低下してまいりましたが，その後第２次ベビーブーム期を含め，ほぼ２．１

台で推移をしておりましたが，１９７５年に２．０を下回って以降，再び低下傾向になっ

たというところでございます。平成１７年には過去最低である１．２６まで落ち込みまし

たが，それ以降微増という状況を続けながら，今回９年ぶりに減少になったという状況で

ございます。 

 これらの原因といいますか，それを招いた要因につきましては，我が国における人口構

造，それから世帯構成，家族形態の変化というものが大きな要因であるというふうに思い

ますし，昨今におきましては婚姻，出産等の状況において，未婚化，非婚化の進行，それ

から晩婚化，晩産化の進行などが取り上げられております。また一方で，結婚，出産，子

育てをめぐる状況につきましては，結婚に対する意識，または出産に対する意識の変化，

それから若い世代の方に対する所得の伸び悩みでありますとか，就労形態が非常に不遇に

なるというふうな状況，また女性の就労継続に関する問題，それから子育て世代の男性に

関する長時間労働に関して，出生数を抑えていく要因というものが様々重なっているとい

うふうな分析がございます。 

 全国の地方都市におきましては，さらに都市部への人口の流出という問題もあわせ，そ

れから高齢化の進行というものがありまして，様々な要因が重なり，出生数の減少，また

は未婚化，晩婚化というふうなことになってるというふうな認識をしてございます。 

 本市におきましても，やはり大きな流れとしてはこれに相違することなく，実態として

はそのような状況であるというふうな認識をしてございます。 

 以上でございます。 

議長（北元 豊君） ２番竹橋議員。 

２番（竹橋和彦君） おっしゃるとおりだと思います。私の調べたところ，確かに３０年

前と現在と，未婚率が大変高い，これも大きな要因かと思います。そうした中で，また例
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えば不妊治療とかに保険がきかないとか，私の家もそうだったんですけれども，促進剤は

保険がきかなくって，なかなか子どもができないとか。最近でしたら，晩婚化によって卵

子凍結っていうんですか，これ１００万円ぐらいかかるみたいです。余り遅い時にやると

なかなか効果がなくて，アメリカなんかでは誕生日に親がそういう卵子凍結っていうのを

プレゼントするらしいんですけど，なかなか日本で不妊の方もたくさんいらっしゃると思

います。そういった背景の中で，是非子どもが産める，豊かにというか，安心して産め

る，そういう竹原市を目指して頂きたいと思います。 

 続きまして，今テレビ放送で「人生の楽園」とか，「日本の力，そして１から１０」だ

ったと思うんですが，Ｉターンの成功事例，私も毎週見てるんですが，地域の温かさとか

人の優しさとかそういうものの好事例が毎週放送されてますが，本市において社会増とし

てＵＩＪターンの構想ございますか。 

議長（北元 豊君） 企画政策課長。 

企画政策課長（松﨑博幸君） 御説明致します。 

 社会増対策としてＵＩＪターンの推進は有効策の一つであると認識をしております。し

かしながら，ＵＩターン希望者が求めます仕事，住まい，学校，医療，福祉等のニーズを

受け入れ自治体が対応し切れず失敗した例もたくさんあると伺っております。今後はＵＩ

Ｊターンの成功事例及び失敗事例を調査研究するとともに，そのほかの社会増対策につき

ましても地方版総合戦略を策定する推進組織において意見を伺ってまいりたいと思ってお

ります。 

 以上です。 

議長（北元 豊君） ２番竹橋議員。 

２番（竹橋和彦君） ありがとうございます。社会増を図るためにはいいプランじゃない

かなと私自身は感じてますんで，是非推進に取り組んで頂ければと思います。 

 それでは，最後の御質問をします。 

 市民のためにチャレンジプロジェクトを一層推進して頂きつつ，若者に魅力あるまち，

誰もが住んでよかった，住んでみたい，安心・安全で災害に強いまちづくりを推進して頂

きたいと思います。「人口２万７，０００人以上に警鐘を」，一般質問に関して市長の御

所見を最後にお伺いして，私の一般質問を終えたいと思います。 

議長（北元 豊君） 副市長。 

副市長（細羽則生君） 人口減少，２万７，０００人をどういうふうにキープしていくか
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ということに対しての我々の取組ということで御質問頂いてると思います。 

 人口減少社会に対してどのような対策をしていくかという部分につきましては，それに

対応した活力ある竹原市というものをどういうふうにつくっていくか，実現していくかと

いうのが大事なものだというふうに認識しております。先ほど来，いろいろと御発言をさ

せて頂いておりますけど，地方創生の仕組みを活用しまして，本市の地域特性を踏まえた

人口ビジョンあるいは総合戦略というものを策定致しまして，これらを人口減少社会の対

応に向けた取組に積極的に，また果敢に進めていく必要があるのではないかというふうに

考えております。 

 それを実現するためには，今の本市の現状でありますとか，課題でありますとか問題点

というものを市民あるいは企業，あるいは関係団体が情報共有等を図りながら，活力ある

地域づくりというものを進めていかなければいけないというふうに思います。 

 これらの取組につきましては，我々だけで終わるという訳ではなくて，世代を超えて引

き継がれていくというような取組にしていかなければいけないというふうに考えておりま

すので，そういう取組が継続していくように取り組んでいきたいというふうに考えており

ます。 

 以上でございます。 

議長（北元 豊君） 以上をもって竹橋和彦議員の一般質問を終結致します。 

 午後１時１５分まで休憩致します。 

              午前１０時４１分 休憩 

              午後 １時０９分 再開 

議長（北元 豊君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 午前中に引き続き一般質問を行います。 

 質問順位８番，松本進議員の登壇を許します。 

１３番（松本 進君） 日本共産党の松本進です。 

 発言通告に従って一般質問を行います。 

 第１番目には，憲法９条と戦争法案，すなわち安全保障関連法案に伴う市長の認識につ

いて伺います。 

 安倍政権は，昨年７月の集団的自衛権行使容認の閣議決定に伴う戦争法案を５月１５

日，国会に提出しました。この法案は，幾ら平和の言葉で粉飾しようが，アメリカが世界

で行う戦争に際し，いつでもどこでもどんな戦争でも自衛隊が支援，参加することができ
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る戦争法案そのものであります。今年は戦後７０年，被爆７０年の節目の年であります。

日本は，アジア太平洋戦争という侵略戦争によって２，０００万人を超えるアジアの人た

ち，３１０万人を超える日本国民を犠牲にしました。広島はアメリカの原爆によって，そ

の年のうちに１４万人以上が亡くなりました。戦争は，多くの尊い命を奪い，町を壊しま

した。その痛切な反省に立って生まれたのが日本国憲法であります。日本国憲法第９条

は，戦争と武力の行使を永久に放棄し，陸海空その他戦力は持たないことを高らかにうた

いました。それから６８年，自衛隊がイラクやアフガニスタンに出向きましたが，憲法９

条が歯止めとなって，自衛隊が他国の人を殺すことも，自衛隊員が殺されたことは一度も

ありません。ところが，安倍政権が目指す戦争法案は自衛隊がアメリカと一緒に地球の裏

側まで行って，殺し殺される戦争に参加するものであります。 

 この戦争法案は，第１にイラク戦争のような戦争をアメリカが始めた時に，自衛隊が従

来には行かないとしていた戦闘地域にまで行って軍事支援ができるようになることであり

ます。戦闘地域まで行けば相手から攻撃され，攻撃されれば反撃のために武器を使用す

る，こうして殺し殺される戦争に巻き込まれてしまいます。 

 第２に，国連の平和維持活動とは関係のない活動にも自衛隊を派兵する仕掛けがつくら

れました。形式上は，停戦合意があっても，実際は戦乱が続いているようなところに自衛

隊を派兵し，武器を使用し，治安維持活動の任務に当たるようにしています。ここでも戦

闘に巻き込まれてしまいます。 

 第３には，日本がどこからも攻撃されていないのに集団的自衛権を発動して，アメリカ

の戦争に自衛隊が参加し，海外での武力行使に乗り出すことであります。 

 自民党政府は，これまで集団的自衛権は憲法違反だとしてきました。ところが，安倍政

権は憲法の解釈を変えて集団的自衛権を行使できるようにしています。武力行使のための

新しい三要件も，最終的な判断は時の内閣が行えるようになっています。 

 日本国憲法前文には，「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないように

することを決意し，ここに主権が国民に存することを宣言」して憲法が確定しています。 

 ６月４日の衆議院憲法調査会では，憲法学者３氏がそろって集団的自衛権を可能とする

戦争法案について憲法に反すると明確な認識を表明しています。 

 全国の世論調査では，この法案の内容が十分に説明していないと思う人は８０％に達し

て，今国会での成立に反対が５９％と多数を占めています。 

 そこで，市長に質問します。 
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 憲法９条と戦争法案についてどのような認識をお持ちでしょうか。 

 ２点目には，アジア太平洋戦争に伴う竹原市民の犠牲者，すなわち死傷者数，毒ガス・

原爆被災者を含む，憲法前文と９条についての認識をお聞かせ頂きたいと思います。 

 ２番目の質問項目は，中央１丁目，２丁目の浸水被害の早急な解決をという問題であり

ます。 

 梅雨時，浸水被害の不安を抱えて生活する市民が多くいます。私は，昨年９月市議会で

中央１丁目，２丁目，すなわちアイフル３差路交差点から日本橋までの市道が冠水し，近

隣の住宅，店舗等が浸水被害を受けたことを指摘し，抜本的な雨水排水対策を強く求めま

した。 

 市長の答弁は，８月１６日は３０分間で３１ミリ，８月２２日は２０分間で３４ミリの

降雨量で，短時間に局地的な大雨が降るという異常気象であり，これにより一時的に水路

の排水能力を超えて浸水被害が生じたものです。また，この地域は，公共下水道事業によ

り，平成１８年，２００６年６月から中央第２雨水排水ポンプ場の運転を開始しており，

排水面積約１００ヘクタールを対象に時間降雨量４４ミリ，計画降雨強度に対応できる施

設ですとも答弁されています。 

 そこで，市長に質問します。 

 中央１丁目，２丁目，この地域に６月３日早朝，小雨が降りました。午前５時の時間降

雨量は１２ミリであります。この雨量でも，側溝は雨水があふれ，市道の一部が冠水を致

しました。時間降雨量４４ミリの計画降雨強度に対応できる施設でありながら，なぜこの

ような事態が起こるのですか。この原因はどこにありますか。市長に伺います。 

 ２点目は，昨年９月の市長答弁では，中央１丁目地帯は都市下水路事業として昭和４８

年まで事業を実施した区域で，中央第２雨水排水ポンプ場に流入する区域と位置付けとな

っています。ところが，都市下水路の現況図面の雨水排水先は本川となっています。この

地域，区域の雨水排水計画はどちらが本当でしょうか。 

 次は，今年３月に中央地区下水道管施設長寿命化計画策定業務の報告書が策定されまし

た。中央１丁目，２丁目，アイフル３差路から日本橋までの市道埋設の都市下水路施設の

雨水排水機能，排水能力はどのようになっていますか。今日まで，この都市下水路の保

守，維持管理はどのようにされてきましたか，お尋ねします。 

 この調査は，市街地の浸水軽減を目的にされております。浸水被害に苦しむ住民の切実

な要望を解決することは，待ったなしの緊急課題であります。浸水被害の防止の具体策は
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いつまでにどのように実施されますか。市長の明確な答弁を求めます。 

 第３番目に，右翼団体の街宣活動について市長にお尋ねします。 

 ３月末日と６月５日に右翼団体の街頭宣伝が行われました。市役所の出入り口は市職員

や警察の警備態勢がしかれ，市役所を訪れた市民は大変驚き，何が起こっているのですか

と一様に不安と心配の声を寄せていました。私にも，市民から何件か問い合わせがありま

した。右翼団体による街宣活動の主な内容は，前副市長の人権問題やタネット竹原の緊急

雇用対策２，０００万円の公金支出に関わる問題です。 

 そこで，市長に質問します。 

 この宣伝内容について，市長は事実関係の真実をきちんと調査し，確認をされています

か。その調査結果に基づく人権侵害や公金の不正はありませんでしたか。内容が事実であ

れば，市職員の処分などを含めてきちんと対応すべきであります。調査結果に基づく可能

な情報は，市広報で市民に報告すべきであると考えます。 

 次は，３月，６月の２日間の右翼団体の宣伝活動に伴い，竹原警察署からは竹原市にど

んな内容の要請がありましたか。市職員や警察等の警備態勢はどのように対応しました

か。また，音量測定結果はどうですか，県の騒音規制条例に違反する事実はありませんで

したか。宣伝内容が事実に反するものや違法な行為は毅然と法にのっとり対応すべきであ

ります。 

 以上で壇上での質問とします。 

議長（北元 豊君） 順次答弁願います。 

 市長。 

市長（吉田 基君） 松本議員の質問にお答えをさせて頂きます。 

 まず，１点目の御質問につきましては，平成２７年５月１５日付で政府から平和安全法

制関連２法案が国会に提出されているところでありますが，これらの法案につきまして

は，自衛隊法や周辺事態安全確保法などを改正する，いわゆる平和安全法制整備法と新た

に制定することとされる国際平和支援法により構成されているものであります。 

 各法案の主な内容につきましては，まず平和安全法制整備法につきましては，自衛隊の

防衛出動に関して，これまでの要件である我が国に対する外部からの武力攻撃が発生また

は発生する明白な危険が切迫していると認められる事態に加えて，我が国と密接な関係に

ある他国に対する武力攻撃が発生し，これにより我が国の存立が脅かされ，国民の生命，

自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある存立危機事態において可能
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になるとともに，緊急事態に際して在外邦人等の保護措置を自衛隊が行うことができるこ

と，一定の条件下で米軍等の部隊等を防護するための武器使用や米軍への物品役務の提供

等が可能となるとされております。 

 また，国際平和支援法につきましては，国際社会の平和，安全を脅かす事態において，

我が国が国際社会の一員として主体的かつ積極的に寄与するため，これに対応する活動を

行う諸外国の軍隊等に対する物品役務の提供や捜索救助活動等を行うことが可能となるも

のとされております。 

 当該法案と日本国憲法との整合性につきましては，連日マスコミ等でも取り上げておら

れますとおり，かねてから疑義があるとの議論も多数あることは存じ上げておりますが，

当該法案の運用に当たっては，国内的な影響のみならず，広く世界的な規模での外交，安

全保障に関わるものであり，国の専権事項として今後においても国会にて十分な審議がな

され，適切な対応がなされるものと考えております。 

 一方で，さきの大戦で３００万人以上の日本人が亡くなられており，本市におきまして

も，広島県の統計資料では，戦没者として１，５１７人もの尊い命が犠牲になるなど，戦

後７０年を経てもなおその傷が癒えることはないものと考えております。また，被爆地広

島に暮らす者としても，過去の悲劇を決して繰り返すことのなく，未来にわたり子々孫々

のために平和な世界を築くことを強く願っているものであります。 

 こうしたことからも，日本国憲法にうたわれておりますとおり，恒久の平和を念願し，

国民の公正と信義に信頼して，平和を維持していくことは何よりも重要なことであると認

識致しているものであります。 

 次に，２点目の御質問についてでありますが，公共下水道事業の役割である雨水対策の

実施につきましては，現在賀茂川と本川の間の中心市街地部分である中央排水区につい

て，昭和３８年度に都市計画決定し，都市下水路事業として昭和４８年度まで事業を実施

した区域を含めた約１００ヘクタールを対象区域として，降雨強度４４ミリの計画で排水

能力を向上させるため，まず中央第２雨水排水ポンプ場を新設した上で，主要な雨水幹線

の布設を中心に面的な整備が進むよう事業を行っております。 

 また，過去に都市下水路事業で実施した区域につきましては，当時の計画に基づき，主

要な管渠などは一定程度の整備がなされていることから，その他の区域について優先順位

を検討しながら事業を進めているところであります。 

 こうした中で，６月３日午前５時ごろの降雨につきましては，時間雨量１２ミリとなっ
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ておりますが，午前５時からの１０分間に６．５ミリのやや強い降雨があり，一時的に側

溝から水があふれ，道路が冠水したものと考えられます。 

 現在実施している計画においては，区域内の雨水について中央第２雨水排水ポンプ場に

集め，江戸堀に排水するものとなっておりますが，既存の排水管の一部には本川へ排水さ

れているものもあることや管渠の老朽化が見られることから，中央地区下水道管路施設長

寿命化計画策定業務を実施し，管路の状況などとあわせ，昨年道路の冠水があった中央１

丁目，２丁目地内の現状を把握するよう調査を行っているところであります。今後につき

ましても，これらの調査結果等を踏まえ，公共下水道の役割である浸水被害の軽減を図る

よう事業を進めてまいりたいと考えております。 

 次に，３点目の御質問についてでありますが，これまで３月と６月の２回にわたり市内

において大規模な街宣活動が行われ，その間においても連日大音量で街宣活動が続くな

ど，市民生活に多大な不安や迷惑が生じているものと認識しております。この大規模な街

宣活動が行われる際には，不測の事態にも備え，警察とともに緊密に連携し，対応してい

るところでありますが，これにあわせて顧問弁護士とも協議し，今後における市としての

対応について検討を進めているところであります。 

 こうした中で，街宣活動等で主張されている内容について，市政遂行に関するものにお

きましては，市内部での事実確認に加え，顧問弁護士にも相談し，街宣活動等で主張され

ているような問題は発生してないことを確認致しております。 

 また，大規模な街宣活動が行われた際につきましては，庁舎管理の観点から，街宣車等

の庁舎敷地内への侵入に対応するため，広島県警察本部及び竹原警察署所属の警察官とと

もに，市職員を１０名程度動員して警備を行ったものであります。 

 なお，警察においては，こうした警備活動のほか，広島県の「拡声機による暴騒音の規

制に関する条例」に基づき騒音測定を行う中で，基準数値を超えた時には当該条例の規定

に基づき，勧告が行われていたものであります。 

 今後につきましても，引き続き警察や弁護士と緊密に連携するとともに，議員の皆様や

市関係団体とも情報共有を図り，一丸となって迅速に対応してまいりたいと考えておりま

す。 

議長（北元 豊君） １３番松本議員。 

１３番（松本 進君） それでは，第１番目の項目から再質問を始めます。 

 答弁漏れもありますので，確認を含めて再質問を致したいと思います。 
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 今戦後７０年になります。さきのアジア太平洋戦争でも竹原市民の多くの方が亡くなる

という状況がありました。先ほど市長の報告でも，竹原市内の戦没者が１，５１７人とい

う尊い命が失われたと，犠牲になったという報告でありますが，竹原の場合は特に毒ガス

とか，また広島県民というとこから原爆被災者といいますか，こういった毒ガスと原爆被

災者の数の報告をして頂ければと。 

 それから，憲法９条の問題をあえて私はこの場で確認したいと思いますので，憲法９条

をもう一度やっぱりこの場で，是非理事者の方から憲法９条はどういった内容なのかとい

うことを紹介して頂ければと思います。 

議長（北元 豊君） まちづくり推進課長。 

まちづくり推進課長（國川昭治君） 毒ガス，原爆被災者の死傷者数についての御質問で

ございますが，毒ガスや原子爆弾が直接的な原因となります竹原市民の死傷者数について

は把握できておりません。よろしくお願いします。 

議長（北元 豊君） 総務課長。 

総務課長（塚原一俊君） 憲法９条の内容でございますけれども，これは戦争の放棄と戦

力及び交戦権の否認ということで，９条でございますが，「正義と秩序を基調とする国際

平和を誠実に希求し，国権の発動たる戦争と，武力による威嚇又は武力の行使は，国際紛

争を解決する手段としては，永久にこれを放棄する」という内容でございます。 

 以上です。 

議長（北元 豊君） １３番松本議員。 

１３番（松本 進君） さきの戦争の被災者といいますか，その数なんですけれども，特

に直接被害という原爆の，毒ガスの言われましたけれども，一定の私も資料を持っている

んですが，原爆の被爆者数というのが，これは県の資料なんですけども，８２２人，原爆

の被爆者数というのがありますし，毒ガスのも，ここで聞きたいのはそこに従事された人

はもう四千数百人という数字が出ておりますから，その中で竹原市民の方っていうのはど

れくらいかということがわかればというふうに，お聞きした訳です。ですから，その点が

もう少し原爆手帳とか毒ガス手帳とか，交付者とかいろいろありますから，その把握の範

囲でもいいですからちょっと確認しておきたいというふうに思います。 

議長（北元 豊君） まちづくり推進課長。 

まちづくり推進課長（國川昭治君） 毒ガス，原爆被災者の死傷者数につきましては，毒

ガスや原子爆弾が直接的な原因となる死傷者数は把握できていないところでございますけ
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ども，被爆者健康手帳や毒ガス管理手帳を所持している方でこれまでに亡くなられた方に

つきましては，平成２６年度末までに亡くなられた竹原市民ということでございますけど

も，被爆者健康手帳所持者につきましては１，１３３人，また毒ガス健康管理手帳所持者

につきましては１，２７８人でございます。 

議長（北元 豊君） １３番松本議員。 

１３番（松本 進君） 被災者，戦没者等々を今お知らせ頂きました。 

 憲法９条について，私は改めて今ここで紹介をあえてしてもらいました。この戦争放棄

ということが明確にやっぱりこの中には書いてある訳です。それで，壇上でも言いました

ように，多くのさきの戦争で，多くのやっぱり日本国民の命が失われる，竹原市民の犠牲

も先ほどの数値があった。だから，二度とやっぱりこういう戦争を繰り返してはならない

というのが，私は日本の平和憲法９条なり，憲法前文の本当にすばらしいとこだと，これ

を本当に生かして，絶対いかなる戦争もしてはいけないという，私はこの決意がこの中に

込められていると思うんです。ですから，国政の専権事項だからできないという答弁で本

当にいいのかどうか，あえて市長として，ここの最高責任者ですから，私はやっぱり明確

な意思表示をする必要があると。 

 例えば，那覇の市議会で同僚議員が質問しました。那覇の市長は，安倍政権が推進して

いる戦争法案について明確にやっぱり答えています。どういうことかというと，私自身大

きな危機感を覚えていると，そして戦争放棄と恒久平和をうたった憲法理念の遵守，この

重要性を強調しています。そして，市長がいろいろ，この女性の市長が戦争体験というこ

とも語られております。そして，ここの総務部長は憲法の，政府が進めているこの法案を

めぐる政府の対応について，憲法の安定性を損なうばかりか権力者の恣意ではなく法に従

うべきであるとする立憲主義の破壊につながるんだということも，行政の長や総務部長の

方が明確にやっぱり述べている訳です。ですから，国の専権事項だからということでは決

して私は許されないと思うんです。 

 それと，憲法９条というのは先ほど紹介ありました。ここには戦争放棄，明確に定めて

あります。「国権の発動たる戦争と，武力による威嚇又は武力の行使は，国際紛争を解決

する手段としては，永久にこれを放棄する。」それで今，去年の閣議決定なり，この５月

１５日に出された法案というのが憲法９条との関係で今国会でも議論されて，先ほど壇上

でも紹介しましたように，６月４日の衆議院の憲法調査会では与党推薦を含めた３人の憲

法学者が明確に今の法案は憲法に違反すると，集団的自衛権の行使は憲法違反だと，そう
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いった法案だということを６月４日の衆議院の調査委員会で明確に述べましたし，２２日

の衆議院特別委員会でも法の番人といわれる元法制局長官宮崎氏は第１次安倍内閣の法制

局の長官でしたけれども，この方も明確に集団的自衛権の行使は限定的でも憲法９条に違

反する，また中東問題云々，明確に壇上で紹介しました。 

 市長としてこの憲法９条，それと政府・自民党もこれまで集団的自衛権は憲法違反です

よと認めてこなかった……。 

議長（北元 豊君） 松本議員にお尋ねします。 

１３番（松本 進君） これについて是非市長として……。 

議長（北元 豊君） 発言通告書における質問については市長の認識ということで，発言

通告で書かれとります。認識で見解を，質問展開を図って頂きたいと思います。 

１３番（松本 進君） ですから，聞いてるじゃないですか。憲法を紹介して，那覇市長

もこういった見解を述べているよと。それで，憲法学者とかいろいろ言いました。専門家

の大多数の憲法学者含めて，圧倒的多数の方がこの法案，集団的自衛権反対だということ

を言っている。ですから，市長としては，こういった憲法９条と今の法律についてどう認

識されてますか。明確にやっぱり答える必要があると思いますので，是非答えて頂きたい

と。 

議長（北元 豊君） 順次答弁願います。 

              （「市長，市長の認識を答弁せえよ」と呼ぶ者あり） 

 市長，答弁。 

市長（吉田 基君） 市長の認識，憲法９条に対する考え方の認識について。 

 当然これは，今までも松本さんと憲法について公式の場でない私的な場でも自分の考え

は話をした経緯はあろうと思いますが，国民の一人としてまず憲法を遵守するということ

は国民の義務であろうと，このように思います。同時に９条に対する認識というのは，条

文のままいくと，これはそのとおりだというふうに思います。ただ，現実賛否両論の中で

憲法９条に対する今私の考え自体を明確に認識して述べなさいということについては，今

でき得るならコメントを差し控えたいと，このように思いますので，御理解を頂きたいと

思います。 

議長（北元 豊君） １３番松本議員。 

１３番（松本 進君） 私はあえて那覇市長の見解といいますか，こういったことを言い

ました。ですから，純粋にこの憲法９条を理解すれば，いろんな立場の人がこの国会の分
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では，いろんな立場の人がやっぱり参考人になり，発言してます。しかし，誰が見ても，

憲法９条を見る限り，今の集団的自衛権，これは許されないよということだけははっきり

している訳なんですよ。だから，憲法学者の人が，与党が推薦した憲法学者もあえてここ

で，憲法９条から見たら集団的自衛権の行使，それに伴う法律は憲法違反だということを

明確にやっぱり言った訳です。 

 ですから，私は市長としてやっぱり今発信しないと，こういった法律ができて実際そう

いうことになる，巻き込まれる可能性がある中で，さきの大戦では多くの方が亡くなって

いる訳ですから，絶対にこういう戦争は繰り返しちゃいかんと，個人的には私のおやじの

弟なんかも戦死してます。我々の年代はまだ戦後の生まれですけども，いろんなやっぱり

そういう亡くなった方から，直接戦争の悲惨さなんかを伝え聞いてます。ですから，私は

こういった平和憲法というのは本当に世界の宝だと，これを絶対壊すようなことはあって

はならんというふうに私もつくづく思いますし，今そういった憲法破壊の事態が起こって

いることに対して市長としてなぜこういったことが明確に言えないのか。私は今発信しな

いといつ発信するのかと，この憲法９条を守る立場ですね。多くの命が失われた，このこ

とを絶対に繰り返しちゃいかんという立場から私は市長にあえてこの場で，国政の問題か

もしれないけれども，地方自治として，竹原市民の命と生命，財産を預かる，こういった

ことが侵されるような大変な事態は絶対に許しちゃいかんというふうに私は思います。 

 それで，憲法の問題で，文部省のつくった憲法の話というのがありまして，これは戦争

放棄について，さっき９条の問題では二度と戦争しない，してはいけないということで，

明確にやっぱり戦力，陸海空，これを持たないということまでやってます。ですから，こ

ういった憲法を，本当に今大変な事態，大多数の憲法学者が反対している。 

 もう一回聞きますけども，今この危機の事態に対して，市長として平和を守る立場から

今のこういう法案，集団的自衛権の行使は，私はこれ憲法９条に違反することはわかる

し，その立場で発信しなくてはいけないと思いますので，もう一回だけ聞かせてくださ

い。 

              （「同じ答弁でも出しゃええが」と呼ぶ者あり） 

議長（北元 豊君） 市長。 

市長（吉田 基君） 私のお師匠さんも自民党の代議士だったんですが，戦争は絶対やっ

ちゃいかんと，父親も言ってました。ニューギニアで帰ってきて，戦争がどんなに悲惨な

もんかということはおぼろげながら子ども心にずっと培えられたものがあります。ただ，
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戦後７０年，集団的自衛権の行使の中で今国政が揺れてます。本当に精緻な積み上げの法

理の中で議論をされてる，本当にぐらぐらします，正直言って。しかし，情念として，情

感としては私は憲法を遵守していくと，この問題については最高裁判決しかないんです

よ，これをやってもらわん限り，大勢の者が悩んでいくであろうと…… 

              （「そのとおり」と呼ぶ者あり） 

 そんなふうに思います。だから，言える範囲でお話しすると，憲法９条の条文からいく

と，やはり非常に幾ら現状の政治の政策課題として捉えても大変な無理があるのではない

かと私個人は思っております。 

議長（北元 豊君） １３番松本議員。 

１３番（松本 進君） 是非，戦争を二度としてはいけないというそういう文がこの憲法

９条に込められているという面では，世界に誇れる宝というふうに私自身は思ってます。

是非こういう憲法を壊すような事態は，私は市長としても先頭に立ってやっぱり頑張って

もらいたいということだけを指摘しておきたいと思うんです。 

 それでは次に，２点目に入りたいっていうふうに思います。 

 ２点目は，中央１丁目，２丁目，雨水排水対策の問題で，昨年９月にも私この問題を指

摘して，改善を求めているところであります。 

 それで，市長の答弁，今回も６月３日のことを私はしてきました。去年９月の時も雨量

がちょっと多いかったんですが，相当去年は大分つかりまして，住宅の被害がありまし

た。今回６月３日は道路の一部冠水ですから，私の話では，聞いたところでは住宅の被害

は聞いておりませんけれども，こういったわずか１２ミリぐらいの降雨量でも側溝があふ

れて，市道が一部冠水するということで，私も今日の天気も今夜から深夜，明日の未明に

かけて大雨の恐れというたびに本当に心配します。ですから，できる限りの対応をやっぱ

り是非とってもらいたいなというふうに，緊急には思いますけれども。 

 問題なのは，こういった少ない雨量，去年の三十数ミリという，去年は少し６月３日よ

りは多くの雨が降りましたけれども，今年３月に報告書が，この中央地区の下水道管の長

寿化の調査，業務をやっておりますけれども，この調査を見ると，昨年９月市長が答弁し

た異常な雨だったからここが浸水したんだという，昨年９月の答弁なんです。これは本当

に正しいんですか。業務報告書には何と書いておりますか，ちょっと紹介してください，

これを。 

 去年の８月に確かに大雨が降りました，その原因を分析しています。この報告書が，今
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年３月末に出てますよ。この報告書では，私が市長が昨年答弁したものとは違う発言にな

っておりますけど，本当に異常気象で昨年の大雨，今回の６月の小雨でも冠水する，こう

いった異常気象だから昨年は浸水が起こったんかと。そうじゃないよというんがこの報告

書にあるんじゃないんですか。ですから，昨年市長が答弁したのは間違いですよ，はっき

り。そこをちょっと報告書に基づいて改めて，原因が本当に異常気象で昨年浸水が起こっ

たのか。今回こういったわずか十何ミリの小雨でも，なぜ側溝があふれて，一部道路が冠

水するのか。この原因はどこにあるのかということをもう一度はっきりお尋ねしておきた

いと。 

議長（北元 豊君） 上下水道課長。 

上下水道課長（木村忠志君） 御質問にお答え致します。 

 議員さん言われておられます昨年度８月１６日，３０分間で３１ミリ，８月２２日，２

０分間で３４ミリの降雨量で，短時間に局地的な大雨が降るという異常な現象であり，こ

れにより一時的に水路の排水能力を超え，浸水被害が起きたということで答弁がございま

したように，このたびの６月３日におきましての少ない雨量の中でなぜ冠水，浸水被害が

発生したのかという質問だと思います。 

 これにつきまして，中央１，２丁目地内の道路冠水が発生した現象につきましては，市

長答弁にもありますように，１０分間に６．５ミリのやや強い降雨があり，一時的に側溝

から水があふれ，冠水したものと考えます。雨水が側溝に流れ込みにくい箇所，特定の箇

所に雨水が集中しやすい箇所などは一時的に側溝が流れにくい状況となり，結果として道

路の冠水が短時間発生したものと思われます。 

議長（北元 豊君） １３番松本議員。 

１３番（松本 進君） これ私は情報公開で入手した資料です。今年の３月に報告書がつ

くられてます。ここの中の４０ページを見ると，昨年３ケースの降雨実績がありまして，

２００９年というのもあるんですが，もう一つ昨年の８月１６日と８月２２日の降雨実績

を書いて，それがここに書いてあるんが，１０分間と６０分の降雨強度が載ってます。 

 しかし，今第２雨水ポンプ場の排水能力との関係で報告書が出てます。実際８月，去年

の８月１６日，２２日，降ったけれども，今の排水ポンプ能力から見たら，この計画で

す，それより以下なんですよ。だから，例えば排水ポンプの能力が低かって，それ以上に

超えるような雨が降った場合は確かに浸水とかいろんな被害が起こるというのはわかるん

ですけども，私がそうじゃないよと言うのは，例えばアイフルの駅前からアイフルのずっ
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とありますけれども，その通りでも１８年にポンプを接続したら前はつかっていたような

アイフル通りのとこなんかの冠水がなくなった，平成１８年６月以降。それは確かにいい

ことなんですよ。 

 それで，去年の答弁では，今日雨が降り過ぎたからその流れが悪くなってつかったよと

いうことでしたけれども，同じような現象なら，アイフル駅前から３差路のとこまではつ

かってない，その３差路から日本橋までの間がつかっている訳です。ここは同じように降

って，原因がどっかにあるはずなんですよ。その原因をはっきりあなたが言わんことによ

って，異常気象だということでは問題の解決にならんと思うんです。 

 ですから，私は去年は確かに三十何ミリ降ったりとか，今回は１２ミリのわずかな，ち

ょっとわずかっていいますか，１２ミリぐらいの雨なんですけれども，そこでもやっぱり

あふれる訳です。ですから，ここには原因がある訳です，別の原因が。そのことをはっき

りとあなた方は認識しなくてはいけないと思うし。今回もう一回確認しますけれども，３

差路から日本橋までの都市下水があります，これは４８年ぐらいに完成してるというふう

に伺ってます。もう４２年以上たってます。この都市下水路は，維持，保守管理はどうな

ってるんですか。きちっとこの都市下水路の維持，保守管理がきちっとやられて，設計ど

おりに機能して，それでも排水機能がオーバーしたよというんならわかるんですよ。です

から，３差路オリオンの洋服店から日本橋までの，下へ埋まってる都市下水路，何百ミリ

の管で，設計どおりの機能が維持されていると，それは確認してますか。 

議長（北元 豊君） 上下水道課長。 

上下水道課長（木村忠志君） ２点ございました。 

 先ほど言われます３差路から日本橋付近にかけての浸水，冠水，どうしてかと。原因と

もう一つは，維持管理はどのように行っているかということだったろうと思います。 

 １点目の駅前３差路それから日本橋までの管のこの区間，区域，議員の指摘がございま

した。場所についてでございますが，雨水対策，公共下水道で整備した位置，区域だと思

います。市長の答弁にもございましたが，中央排水区約１００ヘクタールの整備につきま

して，排水能力を向上させるため，まず中央第２雨水排水ポンプ場を新設した上で，主要

な雨水幹線の布設を中心に面的な整備が進むよう事業を行っており，現在実施している計

画では区域内の雨水について中央第２雨水排水ポンプ場に集め，江戸堀に排水する計画と

なっておりますが，既存の排水管の一部には本川へ排水されていることもあることや老朽

化が見られることから，中央地区下水道管路施設長寿命化計画策定業務を実施し，管路の
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老朽化の状況などとあわせて，昨年道路冠水があった中央１，２丁目地内の現状を把握す

るために調査を行っているところでございます。 

 調査結果を踏まえ，引き続き公共下水道の役割であります浸水被害の軽減を図るよう整

備を進めてまいりたいと考えておりますので，よろしくお願い致します。 

議長（北元 豊君） １３番松本議員。 

１３番（松本 進君） 私が聞いたのをちゃんと答えてくださいよ。 

              （「外れてもないよ」と呼ぶ者あり） 

 要らんことを言よるから時間がなくなるんじゃろうが。私は，オリオンの洋服店から日

本橋までのあの管の都市下水路があります。昭和４８年ぐらいに完成してると思います。

これはきちっと保守管理がやられて，設計どおりの排水機能を果たしているかどうか，そ

れをいつチェックしたんかというて聞いとるんよ。 

議長（北元 豊君） 上下水道課長。 

              （「この人どうせ逃げるん」と呼ぶ者あり） 

 静粛にお願いします。 

上下水道課長（木村忠志君） すいません，１点漏れしておりました。 

 維持管理はどのように行っているのかということで，申し訳ございません。昨年は幹線

部分の堆積土砂について浚渫除去を行っており，今年度も埋設管の堆積物の除去，洗浄を

行い，カメラ調査を行ったところであります。今後も引き続き施設の維持管理に努めてま

いりたいと考えておりますので，よろしくお願い致します。 

議長（北元 豊君） １３番松本議員。 

１３番（松本 進君） ちょっと議長，ちゃんと私の質問に答えるように指示してくださ

いよ，同じことを質問ささんように。 

 私は，オリオンの洋服店から日本橋までのある下に都市下水路があるんですよ。その下

水路は，保守管理をきちっとやっているかどうか。きちっとやっているならいつやったん

か，設計どおりの排水機能が維持されているんかどうかを聞いてるんですよ。ちゃんと答

えなさいな。 

議長（北元 豊君） 建設産業部長。 

建設産業部長（谷岡 亨君） 御質問にお答えをします。 

 先ほど維持管理の話ですが，オリオンのところからということでございますが，これに

つきましては昨年度から長寿命化計画を策定するということで，一定の主要の幹線につい
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て調査を致しております。それとあわせまして，今議員がおっしゃいました地域につきま

してもあわせて老朽化が見込まれるということで，この地域につきましては昭和４８年度

までの都市下水路事業で一定に整備をしておる地域でございますので，そういった期間と

いうことから考えましても，管の管路の状況がどうかということも含めて昨年，そして今

年も調査を致しております。そういった中で，先ほど課長が申しましたように，維持管理

部分につきましては中の状況を見ながら，堆積した土砂等についての除去といったことも

させて頂いとるところでございます。引き続き，そういった維持管理に努めてまいりたい

というふうに思っております。 

議長（北元 豊君） １３番松本議員。 

１３番（松本 進君） 市長，ちょっとよう聞いてください。今は具体的に交差点，オリ

オンの洋服店から日本橋までの下水路管のことを聞きました。これはチェックしてないん

ですよ。３００ミリの管が入ってるんですよ，あの中に。しかし，それが排水機能が設計

どおり，もう４２年前ですから，その当時つくった機能が維持されている，少なくともそ

ういう公共施設の管理をしなくてはいけない。そういった上で，去年みたいなもんが，雨

が降ってあふれると，設計どおり維持管理されとってというんなら話はわかるんですよ。

しかし，維持管理をきちっとしないで，あふれた，異常気象だ，こんなことが通用するは

ずがないじゃないですか。だから，今回のこの報告書でも，点検してないのなら早急に点

検をする。その排水機能を設計どおりやっぱり保守管理がされてないんなら，チェックを

きちっとして，排水機能が設計どおりなっているかどうかをチェックしなくてはいけな

い。そのことはどうしますかというんを答えて頂きたいのと。 

 それで，私はちょっと疑問に思うのは，昭和４８年ぐらいに完成してるんでしょうけど

も，この報告書を見ると，オリオンの前のマンホールが確かにあるんですよ。そこの地盤

高が１．３０，それで逆に今度は日本橋のとこが２．３６なんです，１メートルちょっと

ぐらい日本橋の方が高い。要するに，私が言いたいのはオリオンから３差路の交差点から

日本橋まで水が流れるようになってる訳です，設計では。しかし，私が素人だから，オリ

オンのとこは地盤高が低い，日本橋のとこより１メートルぐらい低いですよ。だから，低

いとこから高いとこへ流しとんかなってちょっとわしも理解できんようになっとる。だか

ら，どうなっとんかなということを聞きたい訳なんですよ。だから，そうじゃったらやっ

ぱりまだ下の方にやれば管は接続できます，本川の水位がある訳ですから，川底が。 

 だから，そこの関係と，本当に設計がうまくいってるんかどうか，私が言ってるのはち
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ょっと誤解ですよというんならわかりやすく説明してください。オリオン，今の都市下水

路は，オリオンとこの地盤高が１．３０なんです。日本橋のとこの地盤高が２．３６なん

です。１メートル高いとこへどうやって流すんか，そこのそうじゃないよと，川の底がま

だ低い，だから流れるようになっています，そういう説明ならそういう説明をちゃんとし

てわかりやすく説明もらいたい。 

議長（北元 豊君） 建設産業部長。 

建設産業部長（谷岡 亨君） まず最初に，管のチェックの関係でございますけど，管の

中，先ほど議員が言われました箇所につきましては，カメラ等，今年に入って今年度から

カメラ等を入れて一定の中の状況というのは把握を致しております。それに基づいて，ま

た今後その調査結果をもとに検討していきたいというふうに考えておるとこでございま

す。 

 それと，地盤高の件でございますけれども，先ほども申し上げましたとおり，この地域

は昭和４８年度までの都市下水路事業で一定の管渠の布設というものをしてきた地域でご

ざいまして，その後相当の期間が経過をしているということもございますし，調査により

ますと，一部については本川の方にも流れとるというような状況も確認ができておるとい

うようなこともありますので，本来なら中央雨水ポンプ場の方へ集めて全部流すような今

の計画になっておりますが，調査した段階ではそうでないところも一部ありますので，そ

こらも含めて今後どういった形で整備をしていくかということについてはしっかり検討さ

せて頂く中で，今後公共下水道としての役割であります浸水の被害の軽減に向けて事業を

進めてまいりたいというふうに考えておりますので，御理解のほどよろしくお願い致しま

す。 

議長（北元 豊君） １３番松本議員。 

１３番（松本 進君） 今私は疑問に思うんが，今のさっき言った区域の下水路管です。

カメラを入れてチェックしてどうだったんですか，機能が維持されてるんですか，ちゃん

と。設計どおり，確認したって今言うんでしょ，今。私は，この報告書を見る限り載っと

らんよ，そんなことは。しかし，あなたは公の場でカメラ入れてチェックしたというんだ

から，チェックしたならチェックしたでそれが設計どおり維持されとるんか，それで例え

ばヘドロがどのぐらいあったんかとか，そのチェックした分で設計どおり本川へ流れる排

水機能が維持されてるかどうかを聞いとる訳ですよ。 

 それと，さっき言った私の素人考えでは，地盤が低いとこから高いとこへ流れる，さっ
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き言った本川の限界がある訳ですから，満潮の時やったらどうするんかとか含めていろい

ろあります。ですから，都市下水路そのものがもう私は機能を果たしてないんじゃない

か，だからこういうことが起こったんじゃないんかということが私は言いたい訳ですよ。

そうじゃないって言うんなら，ちゃんとオリオンから日本橋までの間の管でチェックし

た，チェックして全部機能どおり，設計どおり維持されていると，ここで言い切ってくだ

さい。言えますか，そのことが，あなたは。 

議長（北元 豊君） 建設産業部長。 

建設産業部長（谷岡 亨君） 今カメラを入れて調査したというのは，今年度に入ってか

らでございます。長寿命化でやりましたのは今年の３月までのことで，報告書が出ておる

と。今年度に入って，新たにその周辺の管路についてもカメラを入れて調査し，土砂が堆

積しとる場合はそれの除去と，そういったこともさせて頂いとる，これは今年度に入って

からでございますので，今年度に入ってからの部分につきましては現在も調査をしており

ますので，その調査結果を待ちまして，今後そこらあたりのどういったふうにやっていっ

たらいいのかということにつきましては検討させて頂いて，浸水被害が軽減できるように

我々としても取り組んでいきたいというふうに考えております。 

議長（北元 豊君） １３番松本議員。 

１３番（松本 進君） もう梅雨時ですから，もう何十年も私らの場合は悪く，ちょっと

言葉が悪いけども，４８年できて，本当驚きますよ，ああいう管理の仕方が。ですから，

是非そういうヘドロがあって，緊急にはすぐ撤去すれば維持機能が保てるなら大至急やっ

てもらいたいし，さっき私はどうしても低いとこから高いとこに流れるんがどうもわしは

理解できんのよ，あれは何ぼ考えても。だから，地盤沈下しとんじゃないかとも，素人考

えでも思いますよ。ですから，そこのことも含めて早急にやっぱり対応してもらいたい

し，それで緊急なら，今朝のニュース見ようたら今朝から明日の未明にかけて大雨よとい

う，ああいうことを聞いたら本当びくっとする訳ですよ，また浸かってから大事になるん

じゃないかと。こんなことは絶対あっちゃいけんよ，そんなことを言うとくけど。そこは

やっぱり緊急対応をやってもらいたいし。 

 それとあと，わしはびっくりしたんは，ここのとこだけじゃなくて，この報告書を見る

と，４３２のとこなんかに８００ミリじゃったかな，大きな管があります。報告書の写真

見てびっくりしましたよ，管の中に杭みたいなもんが入っとる訳だから，ここで２カ所入

ってますよ，この管みたら，大きなとこに。これが本当に設計どおりの排水機能を持った
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とは誰が考えても言えませんよ，管の中に杭みたんが入っとる訳だから。 

 何でこんなことが起こるんかなというんが，びっくりしました。これはちょっと別の４

３２のとこですけど，そこの管ですよ，８００ミリか９００ミリぐらいの。だから，きっ

と本当にチェックして，やっぱり早急に対策を打ってもらいたいというふうに思います。 

 それと次に，入りたいと思います。 

 次は，右翼団体の街宣についてちょっとお尋ねしたいと，再質問したいというふうに思

います。 

 私は壇上で質問しましたのは，街宣の内容がいろいろあるんでしょうけども，私は２つ

あるんじゃないかというんがあって，１つは職員の人権侵害に関わる問題，もう一つはタ

ネットの２，０００万円の緊急雇用対策事業に関わる問題ということを言いました。 

 だから，市長の答弁では，市政遂行に関するもんについては云々と，問題は発生してな

いという答弁でありましたけれども，気になるのは，この１５日に市政懇談会がありまし

て，同僚議員からいろいろなスキャンダル問題とか，どこまで調査したんかなということ

も質問が出ておりました。しかし，プライバシーの問題だからということも発言されてま

した，説明されておりました。私は，人権侵害に関わる問題は，市の職員に関わるんです

よ。これは，やっぱりただプライバシーの問題では片付けられない問題だから，きちっと

事実確認，関係者の，事実確認をして，そういったことがなかったのかどうかということ

を，人権侵害に関わっては聞きたいし。 

 もう一つは，タネットに関わる公金支出の問題も，街宣がされてるようなことは，そう

いう事実が確認したらこうだったよということはやっぱりちゃんと調査をした上で，今，

事実無根なのかと言い切ってもいいのかということなんですよ。ですから，人権問題で調

査をきちっとしてやったのかどうか。 

 それとの関連で，私はこれは，パワーハラスメントという事案が平成２５年に２件発生

しております。これは情報公開で，資料をとりました。だから，人権侵害とはいろいろあ

りますけれども，もう一つはパワーハラスメントとかセクシュアルハラスメントとか，そ

ういう人権侵害ありますけれども，セクシュアルハラスメントの防止する基本方針，基本

指針というのが市がつくっています。この分で見ても，これは男女雇用機会均等法第２１

条に基づき次の基本指針を定めるということで，単なるプライバシーの問題じゃなくて，

職場の服務規律の問題とかいろいろあって，やっぱりこういう人権侵害に男女雇用機会均

等法にも触れるようなことは，きちっと対応しなくてはいけないよということが市の基本
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方針として定めています。ですから，ここにも第４項目には必要に応じて事実関係の調査

及び確認を行いなさいよと，きちっとやっぱり書いてます，この対応の仕方が。対応措置

のことも書いてある，事実関係の調査，確認の結果，セクシュアルハラスメントの事実が

確認された場合，事案の内容や提示の程度に応じて懲戒処分，これを含めた人事管理上の

措置をとりなさいよということもちゃんとこの中に書いてあるんですよ。ですから，５

月，この間の先日の市政懇談会ではプライバシーだから云々ということを副市長が言われ

たから，調査してないのではないかなというふうにちょっと気になったもんで，こういう

人権侵害についてもきちっと関係者に事実確認をして，そういったことは全くありません

でしたということをこの場で，きちっと調査しているなら調査結果に基づいて報告しても

らいたい。 

 それともう一つ，タネットの問題についても調べた結果，街宣内容のことは事実無根だ

と，そういうことがあれば私はそういうふうに期待しますけれども，そういう報告もして

もらいたい。 

議長（北元 豊君） 総務課長。 

総務課長（塚原一俊君） まず，１点目でございますけれども，各種団体の公金に関する

不適切な取り扱いがなかったかという質問でございました。 

 市内部におきまして確認を行った結果，この業務上に関する内容につきましては適切に

事務執行されておりまして，事実ではございません。 

 また，先ほど御質問ありましたし，懇談会の時にもお話致しましたが，職員のプライベ

ートの私的交友関係の部分につきましては確かに大変重要な部分であります，そこはおっ

しゃるとおりでありますけれども，ここの部分の調査であるとかそういった部分に関しま

してはかなりデリケートな部分もあろうかと思います。その点につきまして，今後の対応

については警察当局，そして弁護士等の方と今後どうあるべきか，プライベートな部分に

ついてどのようなことを行うかというのは現在協議中でございます。したがいまして，ま

だ結果は出ておりません。 

 それと，パワハラ，セクハラの問題ですが，今回の街宣等では特には指摘はされており

ませんけれども，今議員から指摘頂いた部分につきましてはその都度こちらの方で，人事

担当の方，私の方でございますけれども，その都度対応させて頂いております。そして，

事実であれば処分も含めて，対応しなければならないと考えております。 

議長（北元 豊君） １３番松本議員。 
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１３番（松本 進君） 今課長の答弁では，タネットの公金支出の問題は，そういった街

宣されているような事実はなかったというふうに確認してもいいんですね。 

 それと，そのことについて答えて頂きたいのと，もう一つは職員の人権侵害に関わる問

題について，これからやっぱり調査をして対応するということなのか，そういったことに

なれば，そういったことにという答弁なのかを今確認したいんです。 

 それと，私が気になったんは，市政懇談会，１５日の通知の分で，吉田市長から議長宛

てに市政懇談会の開催についてという通知があります。この中の２行目に書いてあるん

が，市内で行われた街宣活動により市政に対する誹謗中傷が行われております。これ，断

定してますよ，もう。だから，私はこのように書いてあるから，もう調査してあるんかな

と。調査した結果，どうだったんかなということを答弁求めた訳ですよ。ですから，ほい

じゃあ市長が出した通知の分は，まだ調査してないからこれはやっぱり正しくないと。ま

だ今から，ここは誹謗中傷だというて書いてあるから，私は事実確認した上でそういった

事実はなかった，事実無根のことを宣伝されよるよというんなら，きちっとやっぱり法に

のっとって，県の条例に基づいて対応しなくちゃいけない訳ですから。しかし，まだ調査

してない，これから調査して対応するんだということになれば，この市長の通知は間違い

というふうに理解していいんかどうか。 

 それともう一つは，先ほど言った平成２５年に２件のセクハラじゃないですけど，パワ

ハラが起こってる。これとの関係は，街宣内容の関係等，人権侵害という範疇の質問にな

るかもわかりませんが，これはもう確認されてるんかどうか，ちょっと聞いておきたい

と。 

議長（北元 豊君） 総務課長。 

総務課長（塚原一俊君） 各種団体が，先ほど御指摘頂いた団体も含め，幾つかの団体に

ついての公金に関する街宣活動がありました。これは全て適切な事務がとり行われており

ます。事実無根であります。 

 ２点目，人権に関して調査をするのか，これを今から確認致します。それにつきまして

は，この部分，私的交友関係の部分につきましては大変デリケートな問題であります。

我々も，街宣活動が始まってからこの部分についてかなり調査，どうあるべきかというこ

とにつきまして調査研究を重ねておりますけれども，簡単にいくようなものではないとい

う案件であるというのはわかってまいりました。その件につきましては，警察と弁護士と

現在協議中でございます。その方向については，今後また報告をさせて頂きたいと思いま
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す。 

 ３点目，市政懇談会に関する案内状の中に誹謗中傷を受けたという話があって，これは

事実ではないのかということでございますけれども，先ほど申しましたように，あの段階

で，６月１５日の段階では，先ほど申しました団体への公金に，取り扱いについてはもう

既に事実ではないということは確認致しておりましたので開催させて頂きました。ただ，

その内容に関わらず，街宣活動が誹謗中傷であることには変わりはありませんので，その

ような表現になっております。従いまして，それについてこれは間違いであったかという

指摘には該当はしないと考えております。 

 それと，議員さんも御指摘頂きましたが，平成２５年度のパワハラが２件あるというこ

とをおっしゃいましたけれど，これを街宣活動とは関係はないんですけれども，そういっ

たものにつきましてはその都度対応させて頂いて，その時の，当時は相談に対しては適切

な対応で終了しておるという状況でございます。 

議長（北元 豊君） １３番松本議員。 

１３番（松本 進君） タネットの公金問題は事実無根だということをはっきり言われる

訳です。 

 それとあと，人権侵害の問題ですよ。これは，ここに書いてあるのは街宣活動により市

政に対する誹謗中傷ということは，街宣活動の内容はあなたは録音したり，いろいろされ

てる訳でしょうから，さっき言ったいろいろあったにしても，私がさっき質問したのは人

権侵害の問題とタネットに関わる公金の問題，あといろいろありましたけども，そこの主

な内容を質問しました。ですから，少なくとも人権侵害の問題についてはプライベートな

問題だ，デリケートな問題だし，この時点ではまだ調査してなかったというふうに理解し

ていいんですね。 

 そういうふうに，ここは市長が，ちょっとこれ市長がみんなに，議長に出しとる訳です

から，いやいやこれは吉田市長が議長宛てに書いとる分で，街宣活動により市政に対する

誹謗中傷が行われているよということを書いてる訳だから，市長が一番全体の分では今ま

で把握されてるんでしょうから，そこの中にはさっき言った人権侵害の問題は入ってなか

ったと，これから調査するというのはどういう形で調査するんかと，先ほど第三者委員会

とかいろいろありましたけれども，昨日です。ですから，どういう形の分で調査を立ち上

げるのかと。ここにあるような市のセクハラ防止の基本指針，これにのっとって立ち上げ

て，いつまでにこういう調査するのかということをもう少し詳しく説明してもらいたい。 
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 もう一つは，さっき言ったこの確認は，誹謗中傷が行われているということは，公金に

係るんはそうだけれども，もう一つの人権侵害の分はまだこの中には入ってないというこ

とだけを，市長が確認してください。 

議長（北元 豊君） 副市長。 

副市長（細羽則生君） ２点御質問頂いていると思います。 

 １点目につきましては，行政運営というか懇談会の中で案内をさせて頂いた内容が正し

いのかどうなのかという部分につきましては，行政運営に関わることについて街宣活動の

中で我々に対していろんな話といいますか，誹謗中傷的なことが行われているということ

に対して，いろいろと相談をさせて頂きたいという趣旨で開催をさせて頂いたものでござ

います。 

 あと，もう一点の人権問題，議員言われる人権問題，我々の方としてはプライバシーに

関わることということで，お話をさせて頂いてる部分につきましては，言われてる内容の

部分について対象者となる方と，あるいはその被害をこうむったと言われている方という

部分の２つの対象者がおられると思います。そのような部分につきましては，対象者とな

られている方のプライバシーという部分もございますので，その取り扱いについてどうい

うふうな方法がいいのかというところを弁護士の方と相談をさせて頂いてるということで

ございます。ですので，市政懇談会を行わせて頂いた部分につきましては，事実に基づい

て懇談会を行わせて頂いたということでございます。 

 以上でございます。 

議長（北元 豊君） １３番松本議員。 

１３番（松本 進君） 私は確認を求めたのは，だからこの人権侵害，私が言う人権侵害

の分は，関わる分はこれからやっぱりまた調査をきちっとしなくてはいけないと，どうい

う形の分でやるんか，ちょっとわかれば，考え方もやっとかんと，もう３月にやって今度

は６月に２回目やられた，そういうことがあった訳ですから。だから，私は結果は，可能

な結果はやっぱりプライバシーの保護，その取り扱いのことを聞いてるんじゃないんです

よ。そりゃプライバシーのことは配慮せにゃいけないというんは当然のことなんですよ。

だから，私が言ってるのはこういう事実関係があったのかどうかの調査をやって，それで

この市の基本指針があります，こういう基本指針があって，ここはまず事実関係の調査，

確認を行いなさいよと，それに基づいて，その調査結果によって対処措置がありますよ

と，これに基づいてやっぱり対応すると，どういった調査機関を設けるんかがわかればち
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ょっと報告もしてもらいたいというふうに思います。 

 それともう一つは，答弁漏れがあって，それからここで確認しておきたいのは，騒音に

対してのいろいろやっぱり，市民からいろいろ苦情を聞きました。それで，確かに県の条

例で見たら事実無根の内容が確認されて，事実無根だと，公金の問題というんがあれば，

そこはきちっとやっぱり市民に返さないと。市民の方から我々にも，あれどうなってるん

ですかと，ものすごい心配，いろんな問い合わせがやっぱりある訳ですよ，この間，市政

懇談会でもあったように。ですから，プライバシーの保護は当然なんだけれども，こうい

った事実無根のことがもし確認された上で，事実無根だということについてはきちっとや

っぱり市民にわかるような形で報告する義務があると思う，説明責任があると思うんで

す。そのことについて聞きたいのと。 

 もう一つは，騒音の，ここに勧告云々とありましたけれども，私が聞いたのは３月末と

６月，２回大きな数隊にやってありました，街宣活動が。そういったことについて，県の

騒音規制の数値，測定されていたはずなんですから，実際規制が何ぼで，測定値は何ぼ

で，どういった事実が，何回ぐらいそういう違反があったのかどうか，違反の有無です。

そこをきちっと報告してください。 

議長（北元 豊君） 総務課長。 

総務課長（塚原一俊君） ３点御質問頂きました。 

 調査，今後どうするか，そして組織どのような形で行うかということでございます。 

 先ほど，これは繰り返しになりますが，調査することそのものについてどうあるべきか

ということを現在弁護士等と話を進めているところでございます。これは，繰り返しにな

りますけれども，そういったもの，個人の者に対しての調査というもののあり方から既に

相談をしなければならないケースであるということが，その後，街宣の後我々が協議をし

てきた中でだんだん明らかになったということでございますので，今後また協議の中で進

めていきたい。 

 そして，どのような組織ということでございましたけれども，今現在警察や弁護士等と

含めて話をしておりますけれども，今後必要に応じていろんな方々の意見を聞く必要があ

ると思いますので，外部の有識者に対してまた相談に乗って頂くようなケースが出てくる

かもしれませんが，今後も取り組んでまいりたいと考えております。 

 ２点目ですけれども，手続です，いろんなこと，誹謗中傷等あった場合の手続というこ

とでございました。 
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 いろいろ街宣活動に対しまして，その活動の状態，発言の内容等によりまして方法が異

なってくるという状況で，例えば議員おっしゃっているのはおそらく刑事的であるとか民

事的であるとか，そういった裁判等の手続であろうかと思いますけれども，刑事的な手法

と致しましては名誉毀損であるとか騒音規制での対応が考えておられますが，これに関し

ましては警察の方で行うことということでなっておりますので，我々が直接行うことはで

きませんが，これにつきましても今後警察と調整を行ってまいりたいと考えております。 

 あと，民事的な手法と致しましては，活動の差し止め請求や損害賠償のほかに，特に急

を有する場合には差し止めの仮処分等も考えられます。この民事的手法について，実施す

る場合でありましても，大変しなければならない活動というのはあると思います。これに

つきまして，両方につきまして警察，弁護士等と協議を進めていきたいと考えておりま

す。 

 それから，騒音に対する規制の関係です，県条例の方に基づきまして警察の方において

測定をされておりました。騒音を行う中で基準値を超えた時には，当該規制について勧告

を行うということでした。基準というのは，一般的には８５デシベルということがありま

すけど，詳しい内容については把握しておりませんが，私は街宣活動中，常に警察の方と

一緒にいた訳なんですけど，市役所の入り口のとこに立っておりましたが，勧告につきま

しては２度ほどされておったように見受けられました。 

 以上でございます。 

議長（北元 豊君） １３番松本議員。 

１３番（松本 進君） 騒音関係の問題もできればこういった資料として報告といいます

か，何回ぐらいやっぱり規制値が８５デシベルと言われましたけど，それを超えたんがあ

って，警察として何回勧告したよということがあればちょっとまた正式に議会の方にお願

いしたいと，これは議長の方にお願いしたいと。 

 それから，肝心なことは，人権問題のは，私はこういうセクシュアルハラスメントとい

うこの防止，男女雇用機会均等法の関係から，一つは人権問題というふうにくくりで言っ

たんですけれども，ですから私が気になったのは……。 

議長（北元 豊君） あと残り５分です。 

１３番（松本 進君） 何ぼ。 

議長（北元 豊君） ５分です。 

１３番（松本 進君） ５分かいな。 
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 デリケートなことだから，調査するもんを立ち上げるかどうかの，弁護士に相談すると

いうふうにちょっとあったんですけれども，私はプライバシーの問題はいろいろ配慮しな

くちゃいけないというのは当然なんですけども，ですからこういった事実関係そのものは

きちっとやっぱり調査して，こういった職員の服務規律の問題で違反するようなことがあ

ればきちっと対応しないと，まず事実関係をつかむことがセクシュアルハラスメントの問

題でも第一歩じゃないですか。これをプライベート，デリケートな問題だから調査するか

しないかということを揺れていては，私はやっぱり問題を長引かせるだけだと思うんで

す。ですから，我々としてはやっぱり事実に基づくきちっとした調査をして，それに対し

て対応きちっとやっていくと言うしかないと思うんですが，市長はどう思いますか，そこ

は。 

議長（北元 豊君） 総務課長。 

総務課長（塚原一俊君） 先ほど来申し上げておりますけれども，もしこういった人権侵

害がある場合については，明らかであれば当然それなりの対応とらなければなりません。

それは十分わかっておりますけれども，今回の街宣活動に伴いますものについては，誹謗

中傷の域を出ていないということでございます。その中で，さらにそれを確認しようとい

うこと，それ自体がプライバシーの侵害に当たるのではないかという，適切な表現かどう

かわかりませんが，我々の調査している中で壁に当たっているという状況でございます。

その壁を乗り越えるために，今警察であるとか弁護士さんと相談している状況であるとい

うことにつきまして御理解頂きたいと考えております。 

議長（北元 豊君） １３番松本議員。 

１３番（松本 進君） 是非この人権問題に係るやっぱり事実確認は大前提ですから，そ

こは早急に弁護士とかプライバシーの問題は配慮するというのは大前提なんですけども，

まず事実確認をどうかするのを，確認するかどうかは前提になるから，私は早急にそこは

進めてもらいたいし，それがその後の対処の仕方，ここにありますから，基本指針なり対

応措置がある訳ですから，これもついてはきちっと対応はできる訳ですから，是非早急に

やっていかないと。私が気になるのは，やっぱりこういった事実はきちっと持っていかな

いと，同じことの繰り返しになるよ。３月もあって６月もある訳だから，次はどうなるか

わからんでしょう。ですから，やっぱりきちっと事実に基づく対応をすべきだというふう

に思います。 

 それから，その関係で，１つは公金支出の問題は事実無根だと，またはっきり言われる
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訳だから，そこはやっぱり市民に返さなくてはいけないし。あともう一つは，きちっとそ

こは県条例なり，県条例の中にもここにあります，誹謗中傷した場合はこういう対応しな

さいという騒音規制もありますけれども，内容についても事実無根ならきちっとした対応

はやっぱりすべきじゃないかと思いますけども，その点はされる訳ですか，したんです

か。 

議長（北元 豊君） 副市長。 

副市長（細羽則生君） 法的処置も含めまして今後どういうふうな対応をとっていくかと

いう部分につきましては検討していきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

議長（北元 豊君） １３番松本議員。残りわずかです。 

１３番（松本 進君） 最後にしますけども，是非結果はやっぱり市民に，議会もですけ

ども，市民にわかる形で報告しないと，あれだけ多くの皆さんが聞いてる訳だから，それ

は結果はどうなっとるか，市の広報とかいろんな形でプライバシーに配慮しながら必ず報

告してもらいたいということについてどうですか。 

              （「課長でええんか，課長で，大事な事」と呼ぶ者あり） 

総務課長（塚原一俊君） 御指摘頂きましたことにつきましては，またいろんな形で場を

設けまして報告をさせて頂きたいと考えております。 

議長（北元 豊君） 以上をもって松本進議員の一般質問を終結致します。 

 １４時５５分まで休憩します。 

              午後２時３９分 休憩 

              午後２時５３分 再開 

              〔議長交代〕 

副議長（大川弘雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 引き続き一般質問を行います。 

 質問順位９番，今田佳男議員の登壇を許します。 

 １番今田議員。 

１番（今田佳男君） ただいま議長より発言の許可を頂きました。今田です。 

 通告に従いまして，一般質問を行います。 

 私は，昨年の市議会選挙において約束しました１，消滅可能性都市問題に取り組みま

す，２，子どもたちの教育環境を整備します，３，全国に広がる竹原応援団を結成します
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の３つの趣旨に従って質問をさせて頂きます。 

 まず，産科医療体制の確保について質問します。 

 竹原市総合計画後期基本計画では，「第３章健やかで支え合う安心のまちづくりへの挑

戦」，「第１節医療の充実と健康づくりの推進」で，現状を「全国的な産婦人科医師不足

の中，市内での妊婦健康診査，分娩を取り扱う医療機関がない状態となっています」と分

析し，基本方針と具体的施策で「産婦人科医療の充実を図る」とされています。しかし，

計画も認めているように，産婦人科医師は全国的に不足しており，竹原での産婦人科医の

開業を期待することは難しいと思われます。 

 「健康保険法等の一部を改正する法律案及び良質な医療を提供する体制の確立を図るた

めの医療法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議」には，「安心して出産できる体

制の整備を進めるため，地域における産科医療の拠点化，システム化を図るとともに，助

産師の一層の活用を図ること，また母と子の安全のため，助産所の連携医療機関が確実に

確保されるように努めること」とあります。産科医療を取り巻く厳しい状況の中で，これ

ら国の方針等を踏まえ，竹原市として妊産婦が安心して子どもを産み育てることのできる

環境整備にどのように取り組もうとされているのか，お聞かせください。 

 次に，教育行政について質問します。 

 タブレット端末の導入に伴う支援員の配置が決定したと伺っております。多忙な現場の

先生方の負担の増加とならないような活用方法を検討されていると思います。今後の具体

的な計画をお聞かせください。 

 次に，子ども・子育て支援事業計画について質問します。 

 放課後児童健全育成事業，児童クラブについて質問します。 

 今年度から対象児童が６年生までとなったことの影響か，希望者が増加していると聞い

ております。現在の状況，今後の対応策をお聞かせください。 

 また，子ども・子育て支援事業計画の良質な住宅，居住環境の確保について質問しま

す。 

 平成３１年度までの目標は，公募により決定された事業者と市が事業計画の協議を行

い，事業者が住宅を建設し，市が借り上げて子育て世帯向け住宅として提供しますとあり

ます。現在の状況，今後の予定をお聞かせください。 

 次に，３月定例議会で質問しましたふるさと納税，池田勇人没後５０年企画事業につい

て現在の状況をお聞かせください。 
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 次に，副市長の選任同意について伺います。 

 議会は，５月２０日選任同意をし，細羽副市長に重職を担って頂くこととなりました。

厳しい財政状況，市職員の不祥事等，難問山積みの状況で，副市長に就任された細羽副市

長には大きな期待を持っております。今回の副市長の選任について市長のお考えをお聞か

せください。 

 答弁により再質問を議席でさせて頂きます。よろしくお願いします。 

副議長（大川弘雄君） 順次答弁願います。 

 市長。 

市長（吉田 基君） 今田議員の質問にお答えをさせて頂きます。 

 ２点目の御質問につきましては，教育長がお答えを致します。 

 まず，１点目の御質問についてでありますが，本市におきましては，御承知のとおり，

平成２０年に分娩の取り扱いが停止となり，平成２４年からは妊婦健診も実施できないも

のとなっております。このため，妊婦が安心して市外の産婦人科の医療機関を受診できる

よう，近隣市町の三原市，東広島市，呉市の医師会と連携し，本市市民の妊婦健康診査や

分娩の受け入れ等について依頼を行うとともに，広島大学をはじめ，広島県，竹原地区医

師会，広島県地域保健医療推進機構等と連携し，産婦人科医の派遣等による妊婦健康診査

の実施や分娩再開の方策について検討を重ねてまいりましたが，深刻な医師不足の中，極

めて厳しい状況にあると認識しているところであります。 

 御質問にあります平成１８年６月の参議院厚生労働委員会による「健康保険法等の一部

を改正する法律案及び良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改

正する法律案に対する附帯決議」につきましては，広島県において法改正の趣旨の一つで

ある安心，信頼の医療を確保するため，各種施策に取り組まれてきたところであります。 

 広島中央２次保健医療圏域内におきましては，本市を含めた関係市町が整備費用等の応

分の負担を行い，地域周産期母子医療センターの整備のほか，医師確保，人材育成等に取

り組むこととして，広島県地域保健医療推進機構が設立されております。 

 また，助産師確保の施策として，助産師修学資金の貸与や助産師養成施設へ看護師を派

遣する医療機関に対する支援，県内大学の助産師学生の実習受入体制の確保などに取り組

まれているところであります。 

 平成２７年４月１日現在で分娩を取り扱っている県内の医療機関については，病院，診

療所が５６施設，助産院が５施設となっております。こうした中で，本市におきまして
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は，妊娠期から子育て期にわたる妊婦への支援を図るため，病院，診療所及び助産所で健

診を受ける場合において，妊婦健康診査の助成や妊婦健康診査支援制度を実施するほか，

各時期に応じた母子保健事業を推進してるところであります。この産婦人科医療に係る課

題につきましては，設備面，人材面，財政面等のいずれの側面においても解決が容易では

なく，大きな課題であると認識しており，近隣市町の状況や全体を取り巻く環境等を注視

する中で，引き続き各側面の融合を図る方策を検討するとともに，竹原地区医師会をはじ

め，その他関係機関と連携し，できることを少しずつ実施していきながら，医療提供体制

の充実に向けて取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に，３点目の御質問についてでありますが，近年，子ども，子育てを取り巻く厳しい

環境の中で，子育てに不安や孤立感を感じる家庭が増え，ニーズの多様化も進んでおりま

すが，少子化対策として子育てがしやすい環境の整備や地域の子ども，子育て支援を充実

するとともに，子どもの健全な成長を目指し，様々な支援を行ってまいりました。 

 こうした中，本市におきましては，平成２７年度から開始した子ども・子育て支援新制

度に基づき，質の高い幼児期の学校教育，保育及び地域子ども・子育て支援事業を提供す

るための竹原市子ども・子育て支援事業計画を策定しました。この計画のうち，地域の子

ども・子育て支援事業である放課後児童クラブにつきましては，新制度への移行に伴い，

児童福祉法の一部が改正され，対象となる児童の範囲が小学校第３学年までから小学校就

学中に拡充され，本市におきましても竹原市放課後児童クラブ条例の一部を改正し，対象

児童の範囲を拡充して，平成２７年度の放課後児童クラブ利用児童の募集を行ったところ

であります。 

 利用希望者数につきましては，平成２７年度当初に竹原西及び吉名放課後児童クラブで

定員数を超える申し込みがあり，面積基準を満たすことが困難であったため，保育の必要

性が高い低学年の児童を優先し，受け入れを行ったものであります。これにより，待機と

なった児童への対応と致しましては，余裕教室の確保が可能であった竹原西放課後児童ク

ラブでは，平成２７年４月２０日から活動場所を拡大し，２教室体制での受け入れを開始

致しました。現時点において，待機児童は解消されておりますが，平成２８年度以降につ

きましても受入体制を確保するため，関係機関との調整を進めてまいります。 

 吉名放課後児童クラブにつきましては，引き続き余裕教室の確保に努めるとともに，吉

名小中一貫校の新設にあわせ，規模を拡大した児童クラブ室の整備に取り組んでまいりた

いと考えております。 
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 子育て世帯向け地域優良賃貸住宅につきましては，本市の伝統，文化や産業等の担い手

となる若い世代に対する定住対策の一つの取組として，民間の事業者の技術力，企画力を

活用し，広島県のスマイルマンション制度に適合した住宅を旧市立体育館の跡地に建設す

る事業として実施しております。 

 これまでの取組と致しましては，平成２６年度に総合評価型プロポーザル方式により事

業者を決定し，平成２７年４月から着手した旧市立体育館の解体をほぼ終えております。

現在は，事業者により，子育て世帯向け地域優良賃貸住宅の建築確認や広島県子育てスマ

イルマンション認定等の手続が進められているところであり，来月以降住宅建設に着手

し，平成２８年３月末の完成を目指しております。本市と致しましても，事業者が建設す

る子育て世帯向け地域優良賃貸住宅の完成にあわせて，速やかに入居者の募集が行えるよ

う，当該住宅や制度について市民への周知，普及等に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

 次に，４点目の御質問についてでありますが，ふるさと納税に係る取組の進捗状況につ

きましては，本市ホームページのふるさと納税に関するページにおいて，閲覧者の方によ

りわかりやすく情報を取得して頂けるよう内容の見直しを行うとともに，本市の特徴的な

風景の画像を使うなど，全面的にリニューアルを致しました。 

 こうしたホームページのリニューアルにあわせて，平成２７年度税制改正に盛り込まれ

ました特例控除額の引き上げや確定申告手続の簡素化の情報，また寄附に対する特典に関

する情報の掲載を行うとともに，本市のふるさと納税に関する取組についてより多くの方

に周知を図るフェイスブックでの情報発信も行ったところであります。 

 今後の取組につきましては，来年度に向けてさらに制度を推進していくため，寄附に対

する特典の充実やインターネットを通じたふるさと納税に関するサイトへの参加など，全

国の自治体の事例も参考にしながら，より具体的な調査研究を進めていくことと致してお

ります。 

 次に，５点目の御質問についてでありますが，本年は池田勇人氏の没後５０年を迎える

ことから，次世代を担う多くの若者や市民に夢と希望を与え，その功績を広く公開し，後

世に伝承していくため，関係者の御協力を得ながら特別展「池田勇人展」を開催すること

としております。 

 現在の進捗状況につきましては，展示構成や展示ストーリーを決定し，それに基づき空

間構成や展示物制作を行う業者選定を進めており，展示についてはこれまでの美術品のコ
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レクションに加え，池田氏の功績，言葉，人柄をキーワードに，池田氏の大きな志とその

人生を紐解くものにしてまいりたいと考えております。 

 会期については，１０月２４日から１２月２３日までの２カ月間とし，開催日初日には

幅広く各界各層の関係者をお招きしてオープニングセレモニーを実施する予定としており

ます。 

 このほかに，特別展の周知と本市のＰＲを図るため，広報たけはらへの掲載のほか，ホ

ームページやツイッター，フェイスブックなど，様々な媒体を通じて情報発信に努めてま

いりたいと考えております。 

 今後におきましても，引き続き関係者の御協力を得ながら，池田勇人氏の没後５０年の

節目にふさわしい特別展の開催と郷土の偉人顕彰に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。 

 次に，６点目の御質問についてでありますが，細羽氏はその豊富な経験と知識を本市行

政に傾注して頂き，これまで培われた行政手腕とその人格は本市副市長として適任である

と考え，５月２０日に議会の同意を頂き，６月１日付で選任致したところでございます。 

 今後においても，新たな体制のもとで職員が一丸となって市民の信頼と期待に応えるべ

く，これまで以上に計画的で効率的な行財政運営を進めてまいりたいと考えております。 

副議長（大川弘雄君） 教育長。 

教育長（竹下昌憲君） 今田議員の質問にお答え致します。 

 ２点目の御質問についてでありますが，児童生徒の学力の向上や教員の指導力の向上を

目的に，今年度６月から３月までを事業期間としてＩＣＴ支援員を学校に配置していると

ころであります。 

 主な支援内容と致しましては，ＩＣＴ機器の活用方法，操作方法の助言や授業中のＩＣ

Ｔ機器の運用に係る支援，ＩＣＴ活用教育に係る先進的な事例など，有用な情報の提供や

情報セキュリティー，情報モラル教育に関するものとなっております。 

 今後につきましては，各小中学校のパソコン教室にタブレット型端末を導入し，普通教

室においても授業支援ソフトの活用や電子黒板，デジタル教材などを活用して効果的な授

業が行えるよう，夏季休業中に全校へ整備を行うとともに，教員への研修を実施し，２学

期からの運用開始に向け取り組む予定としております。このように，タブレット型端末を

全校に導入することにより，学習支援ソフトの活用や教材作成ソフトを使って作成した教

材を教員が共有することで授業準備の効率化が図れ，負担軽減につながるものと確信して
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おります。 

 また，６月から配置しているＩＣＴ支援員３名が，それぞれ担当校を持ち，早期に現場

の状況を把握し，教員からの問い合わせや相談に対して迅速に対応できるような態勢を整

えているところであります。 

 このほか，委託業者により，平日日中の時間帯にいつでも相談ができる電話相談窓口が

設けられており，急な事項についても対応が可能となっているものであります。 

 本市におきましては，平成２１年度から竹原市情報化推進事業及び竹原市ＩＣＴ活用教

育推進計画に基づいて段階的に整備を進めており，現在中期段階に入る中で，各校のＩＣ

Ｔ活用教育の一層の定着と全ての教員がＩＣＴを活用した授業を展開できるよう，研修会

や研究発表会の充実を図っております。さらに，国が目指すＩＣＴ情報教育を実施するた

めに，今後につきましても各校のＩＣＴ環境のさらなる充実を図り，教員のＩＣＴ活用能

力が担保されるよう継続した研修を行ってまいりたいと考えております。 

 以上で答弁を終わります。 

副議長（大川弘雄君） １番今田議員。 

１番（今田佳男君） 市長の答弁にもありましたが，少子化対策として子育てがしやすい

環境の整備や地域の子ども・子育て支援を充実するとともに，子どもの健全な成長を目指

し，様々な支援を行ってまいりましたという御答弁があります。小さい子どもを持たれて

る親御さんの話聞きますと，竹原市の子育て支援というか，全体的に子どもに対する支援

というのは近隣他市と比較してむしろ手厚いぐらいであるというふうな話をよく聞いてお

ります。そういった点では，実際子育てやられてる方がそういうことを感じられる方は結

構おられるということで，ＰＲすることがあれば，市の方もどんどんＰＲをして頂いて，

他市と比較ということになると若干難しいことも出るかとは思うんですけれども，市も頑

張ってやってますよということは積極的にＰＲをして頂いたらと思います。 

 そういった中で，産科医療については，どうしても竹原市で子どもを産めないからとい

うことで，非常に大変ネックになっているのは事実です。２人目を出産されるという方

は，何カ月か前に会いましたけれども，２人目なんですけども，やっぱり私男性ですか

ら，女性の出産ということを１００％わかる訳ではありませんけれども，遠くまで病院に

行かにゃいかんということは端的に言って恐ろしいという言葉を使われて，不安を持って

おられるということは言われております。 

 産科医療で何とか対応できんかということで，市長の方もおそらくさっきの御答弁であ
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りましたように，あの手この手で産科医，市内で出産ができる体制ということをやって頂

いたんだと思うんですけれども，現実問題，産科医は全国的に不足と，特に広島県も不足

ということで，これは事実として受けとめざるを得ない状況だと思うんです。 

 だから，産科医学会が先日産婦人科医療改革グランドデザイン２０１５ということでつ

い先日発表して，産科医が産科婦人科のお医者さんがどういうふうに今後やっていくかと

いうことを発表しとる訳ですけれども，やっぱり集中して産科医を，この辺でいくとおそ

らく西条とか東広島とかというところへ集中して，人数を集めてそこへ来てくださいとい

う体制をとらざるを得ないんじゃないかというふうなことが出ておりますんで，地内に産

科医を開業を進めるというのは非常に厳しい状況であるということは認識を私も持ってお

りますし，おそらく市長も持っておられるんじゃないかと思っております。 

 そういった中で，いろいろ私はネットを調べたり，御答弁の中にもいろいろありました

けれども，フェイスブック等やっておりまして，その中にたまたま助産師さんということ

があることがわかりまして，ちょっと調べさせて頂いて，このたび少しお話を出させて頂

いたということです。 

 助産師さんは，厚生労働大臣の免許を受けて，助産，妊婦，褥婦もしくは新生児の保健

指導を行うことを業とする女子をいうというのが助産師さんで，助産師になろうとする者

は助産師国家試験及び看護師国家試験に合格し，厚生労働大臣の免許を受けなければなら

ないということで，基本的には私が聞いてる範囲では，一応看護師の資格を取られて，あ

と一年間助産の関係の学校へ行かれて，これはかなりお金がかかるらしいということで，

それも先ほどの御答弁で県もそういった関係を補助するというか，支援するというような

ことが御答弁でありましたけれども，１年の学科を修めた後また試験を受けて，資格を得

るというふうに聞いております。 

 いろいろ助産師を調べていきますと，嘱託医，産婦人科のお医者さんと連携をしないと

いけないということで，嘱託医の問題とか，いろんな複雑な問題がどうもあるようで，ま

だ私も１カ月ぐらいしかこういった問題，詳しく見ておりませんので，今後また勉強させ

て頂いて，少しでも産科医療，竹原市内の産科医療の一助というか，一つの手段として検

討して頂くものになればと思いまして，今回こういった質問をさせて頂きました。 

 御答弁頂いたように，非常に医師会とか広域医療とか，問題がかなり単純でないという

ことは質問する過程でわかりましたんで，今回はこういうこと，今後私も勉強していきま

すんで，市の方も産科医療をいろいろ考えて頂いて，産科医療を，何とか産科医の開業と



- 170 - 

いうことではちょっと難しいところがあるからいろいろ考えてやって頂けるということ

で，お願いできればということで，これは御答弁結構ですので，ひとつ御検討の方よろし

くお願いします。 

 次に，教育行政についてです。 

 竹原市のホームページで教育委員会情報がありまして，私ホームページ開いて教育委員

会情報を何回も見るんですけれども，一番最新ですと学校教育だよりの７８号，少年の主

張，竹原市中学生話し方というのが先日ありました。今タネットでも市長賞ですか，受賞

された方の放送がされておりまして，タネットさんの放送の内容によりますと，１２人，

各中学校３人，中学校４校ですから，全部で１２人の，全部の発表を放送しますというふ

うに聞いております。私聞かせて頂いたんですけれども，非常に皆さん真面目に，そして

いい発表をされて感銘を受けました。 

 市長賞でないんですけども，特に心に残った発表をされたのが，賀茂川中学校の生徒さ

んの「私のふるさと」という発表がありまして，この方，中学校３年生の女の子，女子生

徒ですけれども，私は選挙ではないんですが，私は竹原大好きということでやってるんで

すが，この人が最初に出たのが，この町が大嫌いだったというところがありまして，その

大嫌いだった私がお母さんの考えを聞きながら少しずつ変わっていくと，最後是非これは

タネットさんで放送されるということなんで，是非皆さんに見て頂きたいと思うんです

が，少しずつ変わっていくという様子が述べられておりまして，大変感銘を受けました。

こういう指導を現場の方は一生懸命やって頂いてるんだなということで，現場の先生方に

非常に感謝というか，頑張って頂いてることに感謝をしている次第です。 

 また，平成２６年度広島県基礎基本定着状況調査結果ですか，試験をやってその結果が

出てるということです。おそらく今年もあったんだと思うんですけども，ホームページ出

てるのは２６年度，点数が出てまして，ほとんどの科目で県平均を上回っているというこ

とで，結果が出ております。このことに対しても，現場の先生方に大変御苦労かけて，頑

張って頂いとるというふうに思っております。 

 という前提で，今回タブレットというお話です。予算額１，２００万円，授業でありま

して，必ずうまいこといってもらわんと困るんですが，今申し上げたように，現場の先生

方は非常に頑張っておられて，現在でもかなり多忙であると。運動会なんか行ってもよく

わかるんですが，大変多忙で苦労されておるということを知っております。それで，御答

弁にいろいろあるんですけれども，よその市の導入事例とか見ると，全てではないですけ
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ど，たまに導入したけれども成功しなかったと，宝の持ち腐れのような状態になってると

いうような事例が時々紹介されたりしておりまして，その点をちょっと不安を持っており

まして，今の非常に多忙な先生方のかえって負担になってということがないように御計画

というか，計画は十分されてると思うんです，そこを再度確認ということで御答弁をお願

いできたらと思います。 

副議長（大川弘雄君） 学校教育課長。 

教育委員会学校教育課長（九十九邦守君） それでは，タブレット型端末等の導入に関わ

る教員の負担増につながるのではないかという御質問でございます。 

 当然今回のタブレット型端末であるとか，あるいは学習支援ソフトウエア等を導入する

上ではそういった新しい機器，あるいはソフトウエアの操作方法であるとか，あるいは活

用方法であるとかというものについては教員が習得する必要があります。それに関わりま

しては，現在計画をしておりますのは，導入は９月でございますが，８月中，夏季休業中

に全教員を対象としたまずは操作研修というものを各学校で開催する予定にしておりま

す。 

 その活用方法につきましては，学校現場では電子黒板それからタブレット型端末等々の

活用しなければいけませんので，総合的にＩＣＴ環境というものを理解する必要がござい

ます。当然ＩＣＴ機器に関わりまして，得手不得手の教員もございます。また，昨年度ま

で竹原市内で勤務をしている者，あるいはこの４月に移動してきた者等々，様々な個々の

状況がございます。 

 竹原市としてはＩＣＴの活用のハンドブックを全ての教員に配付し，活用方法を紹介す

るとともに，議員さんからも御指摘ございましたように，ＩＣＴ支援員，この配置に伴っ

て各学校を巡回し，しっかりとサポート，支援をしていきたいというふうに思っておりま

す。具体的には，活用方法であるとか，あるいは先行事例であるとかといったものをそれ

ぞれの学校の状況，児童生徒の実態に即したものを情報提供し，そして授業等の中でも授

業に入って支援をすると。 

 一部報道等にございますように，タブレットが動かないとかというような状況で授業の

進行が遅れる，あるいはストップしてしまうというような状況があるということも報道を

一部聞いておりますが，そういったことがまずはないような環境整備というものも，当然

整備をする予定でございますが，その支援員を伴うことによって即座の対応というような

ことも想定をしております。 
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 また，全ての学校に常に毎日支援員が配置できるといった環境ではございませんが，そ

ういった場合においては，いわゆる電話相談等で対応できるような状況もつくりながら，

教員の負担につながらないような導入を考えていきたいというふうに思います。 

 また，タブレット等，いわゆるＩＣＴの環境整備が，情報の共有化等に伴って負担軽減

につながるということも含めて，教育委員会としては想定しているところでございます。 

 以上でございます。 

副議長（大川弘雄君） １番今田議員。 

１番（今田佳男君） 議会も東広島市，先日議会の研修ということで行きましたけれど

も，タブレットを導入しとりまして，ペーパーレスの方向に進んでおります。他市では進

んでいるところもあります。先進的な市では，市全体がもうペーパーレスの方向へ進むと

いうふうな市もあります。もちろんタブレット等を導入してきております。竹原市が，そ

れがどうこういう訳ではないんですけれども，時代の流れがそういう流れにおそらくなっ

てくということだと思うんです。 

 そうすると，これくどいようですけれども，最初にタブレット導入するしないで，タブ

レットを導入する一番最初の事業となるようなことだと思うんです。だから，是非成功し

て頂いて，よかったというか，結果を出して頂かないと困ると。この点については，我々

議員も一生懸命勉強しまして，ほかの知識を得ていろいろ御提案もしたいと思います。で

きれば学校の方へ見学とか状況とかということを確認できる体制をつくって頂けたらと思

うんですが，この点はどうでしょうか。 

副議長（大川弘雄君） 学校教育課長。 

教育委員会学校教育課長（九十九邦守君） 学校の事業等につきましては，公開，研究会

でありますとか，あるいは各種参観日また学校へ行こう週間等々で学校を開放していると

ころでございますが，議員さんおっしゃるように，非常に多額の予算をつけて頂いて，環

境整備をして頂く訳でございます。そういった意も含めて，是非積極的に学校等に足を運

んで頂き，様々な状況を見て頂くとともに，また御指導，御支援等をして頂ければという

ふうに思いますので，よろしくお願い致します。 

副議長（大川弘雄君） 今田議員，ちょっとすみません。ちょっと声が遠いような気がす

るんですが，もう少し近くでお願いします。 

 １番今田議員。 

１番（今田佳男君） それと，私今，これちょっとタブレットから外れますが，子どもの
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見守り隊ということで西小学校のことで立っているんです。子ども，小学生ですから正直

なかなか言うことを聞きません。言葉をここで使っていいかどうかわかりませんが，ちょ

っと注意をするとじいさんとかというふうな，まだいいんですがこれは，くそじじいとか

という対応をされて，そういうことを言われながら，慣れてるんで，私は慣れてますか

ら，何ちゅうことはない，今少しずつそういった子どもたちとも人間関係が，半年過ぎま

したんでできるような状況になっております。 

 その見守りについて，西小学校の事例で，各学校でこれは違うらしいんですけれども，

西小学校の西小学校区子ども安全パトロール協力員の安全な活動についてというのを，先

日会合がありましたんで，頂いてまいりましたんでちょっと読みますと，その活動内容で

す，声かけ，監視。１つが，巡回パトロール，歩行，車，それから２番目が散歩，買い

物，児童の下校にあわせて行うと，３番目が玄関先の掃除，自宅前，街頭監視ということ

で，とにかく子どもたちを気にかけてくださいという意味だと思うんです。私，今言うよ

うに，街頭へ立って交通指導しとる訳ですけども，それだけじゃなくて，買い物を行く時

間に子どもがおりゃあ気をつけてくださいよ。それから，庭先ちょっと掃除する時でも，

子どもが帰りよったら気にかけてくださいよというふうなことだと思うんです。だから，

こういったことで，先日来いろんなことで地域が頑張らないといけないということが何回

も出る訳ですけれども，地域を含めてやっていかないとできないと。 

 その中で，メール登録ですか，防犯関係ですか，防災関係でメール登録ということがあ

りまして，私メール登録させて頂いて，１回だけ子どもの下校時間が変わるというメール

が来ました。この件については，要望で，お答え結構ですけども，要望しときたいのが，

今言ったように，とにかく気にかけて頂く人を増やすということが一番大切なことだと思

うんで，伺うところによりますと，６年生卒業した後については一応保護者，ＰＴＡ関係

でおられる方は名簿を削除するというふうなお話を聞いておりますが，できれば本人の希

望とかとって頂いて，長い目で子どもに関わって頂く，関心を持って頂くという意味で，

むしろ少しずつ増やして頂く。例えば，市役所の車で市内を何かの用事で回ってると，下

校の時間に合うということであれば，そういった市の担当の方も，市の職員の方も子ども

らの下校についてというか，登下校について関心を持って頂くようなことで，とにかくみ

んなで子どもを見守っていくということで，お願いできたらと思います。 

 次に，子ども・子育て支援事業計画について伺います。 

 放課後児童健全育成事業，いわゆる放課後児童クラブです。御答弁頂きましたんです
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が，私竹原西小学校が近所ということで，いろいろ御相談を受けております。今年の放課

後児童クラブ，竹原西小学校の場合ですけれども，１年生が全部でたしか５６人じゃない

かと思うんですが，そのうち放課後児童クラブの規模が２２人か，たしか２２人だったと

思うんですが，予想を超えて規模があったということで，若干保護者に待って頂くような

時間がたしかあったんだと思うんです。今年の運動会行ってみますと，西小に限っていう

と，おそらく来年５０人ぐらいの生徒が１年生で入学をされるんじゃないかというふう

に，駆けっこの状態を見てると思うんですけれども，そうすると今年の場合と余り変わら

ない状態がもしかして起こった時に，来年，これ言い方悪いですけども，大丈夫なんかな

ということで，この点について検討して頂いてるとは思うんですが，現在の状況をお聞か

せください。 

副議長（大川弘雄君） 子ども福祉室長。 

子ども福祉室長（井上光由君） 竹原西放課後児童クラブ，来年度の受け入れの体制が大

丈夫かどうかということについての御質問でございますが，平成２６年度年度当初におけ

ます竹原西放課後児童クラブの申し込みが定員を３５名を大幅に超える５１名の応募があ

りました。選考基準に基づきまして３５名を選考により決定し，４月１日から受け入れを

したところでございます。 

 また，申し込みが超過したため，学校側との協議の結果，４月２０日から余裕教室を一

時的に転用する中で，現在２クラス体制として申し込みのあった全ての児童を受け入れる

ということでしております。 

 来年度以降の対応と致しましては，今後におきましても３５名を超える人数が一定期間

見込まれることも予想されますので，一時的な転用ではなく，常設の２クラス体制での受

け入れが行われるよう検討してまいりたいと思っております。 

 以上です。 

副議長（大川弘雄君） １番今田議員。 

１番（今田佳男君） 西小学校の校長先生には大変御協力を頂いてるんだと思うんです。

非常にこの点については，校長先生をはじめ，西小学校の方には大変感謝をしておりま

す。 

 繰り返しになりますが，来年また一時的，わずか２週間，３週間のことですけども，不

安を保護者の方に与えないように，大丈夫かなということがないように検討して頂いたら

と思いますんで，よろしくお願いします。 
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 それから，次は良質な住宅，居住環境の確保ということでお尋ねします。 

 定住対策ということで，今旧竹原中学校の体育館を取り壊しして住宅を建設して，そち

らへということなんですけれども，定住ということでいくと，最終的に目標は定住だとい

うことになるんでしょうけれども，言葉を限定して定住ということでいきますと，いわゆ

る借家，借りて入る人と，それから住宅を既に取得して，竹原市内に住宅を取得されて一

生懸命住宅ローンを払いながら子育てをされておられる方もおられます。そういった方に

は，そんなに特典というものは，私も知らないんで，余りないんじゃないかと。そうする

と，今度の住宅ができて，そちらの方へ入られる方にはいわゆる市として，補助という言

葉が適切かどうかわかりませんが，支援があるような形になるとは思うんです。そこにつ

いて，今実際に住宅を購入されて，住宅を購入されるということはまず定住でもう間違い

ないと，そっから転居されるということはないと思うんです。そこらのバランスという

か，不公平感という点で若干の不安があるんですが，その点についてお考えがあります

か。 

副議長（大川弘雄君） 都市整備課長。 

都市整備課長（有本圭司君） それでは，良質な住宅，居環境の確保についての御質問で

ございます。 

 現在進めております本事業についての賃貸住宅について，定住につながるかどうかと，

さらには一般の住宅購入者についてのそういった関係ではどうかというような御質問の趣

旨でございます。 

 まず，本住宅でございますが，子育て世帯向けの地域優良賃貸住宅事業の必要性につい

ては，近年の人口減少等，他地域に転出する人が増えておりまして，本市に住みたいと思

えるような町の魅力低下が懸念することから，町の中心としての機能を充実強化し，若い

世代をはじめとする誰もが住みたいと思う魅力あるコンパクトな市街地の形成が必要であ

ると考えております。 

 今までの取組経過等，今後の予定につきましては，先ほど市長の答弁にございました

が，本事業は本市の中心拠点にも近く，利便性のよさと環境のよい場所に整備する住宅を

将来にわたって継続的に子育て世帯に居住して頂くことによって，子育て世帯の居住の拠

点として提供をしていきます。そうすることで，町なか居住に魅力を感じて頂きまして，

定住へのきっかけとなるようにしていきたいというふうに考えてます。このように，今回

の住宅を本市の特性である伝統文化や産業の次の担い手となる若い世代の定住への足がか
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りとして将来にわたる持続可能なまちづくりにつなげてまいりたいというふうに考えてま

す。 

 こういったことで，まずは市外から本地域に住んで頂くと，そして家賃助成によりまし

て，子育てをしながら，さらには定住につなげていくために，若者定住対策の政策とし

て，まず先導的なプロジェクトとして取り組んでまいりたいというふうに考えております

ので，御理解のほどよろしくお願い致します。 

副議長（大川弘雄君） １番今田議員。 

１番（今田佳男君） 先日の道法議員の空き家対策の質問がありまして，市内でも先日の

資料では空き家数が２，５２０戸ですか，空き家があるということがたしかあったと思う

んです。空き家対策の一環も込めて，中古物件の流通の仕組みをもう少し考えて頂いて，

若い人に定住ということが最終目標であるということは間違いないと思うんですが，そこ

のところを間違わないようにというか，子育て期間，こういうことは余りないかとは思う

んですけれども，子育て期間だけは今の住宅の方へ借家されて，例えば家を建てるといっ

たら西条へ家を建てちゃったとかということが仮にあったりすると，定住対策であったの

かどうかという問題にもなってくるかと思うんで，そこらのところは定住というところを

もっと考えて頂いて，お住まい，事業を進められて入られた方が竹原市内へ間違いなく定

住するという方向性を，対策をまた，住まいのことですから，居住権は自由ですから，市

内に住まないといけないということは言えないことは言えないんだと思うんですけれど

も，そういうことが実現するような方策を考えて頂きたいということで，よろしくお願い

します。 

 次に，ふるさと納税について質問させて頂きます。 

 先日私は研修で，滋賀県に研修センターがありますんで，そこへ２回目の研修で行かせ

て頂きました。内容は，自治体の財源確保策であります。講師は一流で，費用も安いとい

うことで，大変良い研修を受けさせて頂きました。６カ所の市の担当者の方が，課長さん

クラスがお見えになりまして，いろんなお話がありました。研修を受けた内容については

担当課に少し資料をお渡ししたりしておりますので，今後またお互いに勉強させて頂い

て，少しでも市政にというか，何とか役立つようにやりたいと思っております。 

 その研修自体は，職員さん向けの研修だったんです。全部で研修受けた人間が３６人で

す。そのうち９人，研修は職員さん向けの研修であったんですけども，３６人のうちの９

人，いわゆる４分の１が議員が研修に，私も一人なんですけども，来てまして，財源の確
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保ということが非常に関心が高いということが行ってわかりました。今朝の竹橋議員の質

問にもありましたけれども，御答弁でたしか自主財源の確保が重要な課題であるというよ

うな御答弁が，今日の朝あったと思います。 

 ふるさと納税について３月に質問させて頂いて，ネットのホームページ等を拝見という

か，竹原市のページなんかは私大体毎日１回はチェックするんですけれども，確かにあそ

こもふるさと納税に係る該当ページも更新されて，何とかやっていこうというところが出

てます。 

 他市と比較した場合に，やっぱり金額的にははっきり言って少ないんじゃないかと。よ

そで近く近隣ですと浜田市とかで何億円というふうなふるさと納税を集めてるところがあ

ります。大きくやってるところを見ますと，ネットで寄附ができるというふうなことがあ

ります。今「マッサン」が終わったということじゃないんですが，ＮＨＫの放送が終わり

まして，今後「たまゆら」，今年一年は何回かのテレビで「たまゆら」等があると思う。

そうすると，若い方が結構お見えになったりすると，竹原市に関心をお持ち頂くと，そう

するとその人たちが全然竹原市に関係ないけれども，リピーターがかなりいるようですけ

れども，竹原市にふるさと納税をしようというような時に，ネットで紙を出して払い込み

をしてっていうよりは，いわゆるスマホで簡単にやってしまうというか，そういうことが

できれば，そういったことも期待できるんじゃないかというようなことも思っております

ので，その点について今後どういうふうに検討されるかということでお答え頂ければと思

います。 

副議長（大川弘雄君） 財政課長。 

財政課長（沖本 太君） 財源確保っていう切り口からふるさと納税の推進っていうこと

での御意見を頂きました。 

 それで，特に若い方に対して寄附しやすいような環境を整えるとか，そういったことも

含めましてふるさと納税制度を本市と致しましてどのように活用していくかと，その考え

方をちょっと御答弁をさせて頂こうと思います。 

 いずれに致しましても，持続的な財政基盤のもとで将来にわたり市民サービスを提供し

続けていくためには財源の確保ということは非常に重要であり，不可欠であると，そのよ

うに認識しております。そのための取組と致しまして，いわゆるふるさと納税制度を活用

して，寄附金による歳入増を図るということは他の自治体，先ほど浜田市の例を出されて

おりましたが，そういった例を見ましても，一つの有効な方法になっていると，そのよう
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に認識をしております。 

 一方で，ふるさと納税制度が創設された趣旨でございますが，納税者が住所を有しない

地方自治体に対して貢献したいとか応援したいっていうそういう気持ちを，寄附行為と税

制度を通じてそういった思いをかなえるということが大きな目的だったと，そのように認

識しております。あわせて，都市と地方間の財政格差を是正するという，そういう仕組み

であります。 

 そういったことを踏まえますと，まず一義的には寄附者の思いにしっかり応えて，寄附

金の活用を図っていくということっていうのがまず重要だということと認識をしておりま

す。あわせまして，他市の事例では，寄附に対する特典を非常に充実させることで地域産

業の活性化とか，そういったことにもつなげていると，そういった事例についても十分承

知しているところでございます。そういったことも含めまして，ちょっともといです。 

 また，平成２７年度の税制改正におきましては，制度の拡充が図られた一方で，エスカ

レートしている特典のあり方について寄附控除の趣旨を踏まえた良識ある対応と，そうい

ったものを国の方からも要請されていると，そういった状況もございますので，我々と致

しましては自治体間の過度の競争に巻き込まれないように，本市にあった制度の推進を図

ってまいりたいと，そのように考えております。 

 そういった上で，現在どういったことを考えているかということでございますが，来年

度から制度に対する取組を一新したいと，そのように考えております。そのために，寄附

に対する還元率の設定でございますとか，先ほど議員の方から提案がありましたネットで

の寄附，それをやろうと思えば決済機能を，そこで持たさないといけないということにな

ると代行業者への委託とか，そういったことも考えられる訳でございますが，そうした場

合にどちらの代行業者を活用するかとか，そういったものを含めまして，全体的な制度の

設計みたいなもの，そういったものが必要と考えており，その制度設計に向けた情報収集

を現在進めているという状況でございますので，よろしくお願い致します。 

副議長（大川弘雄君） この際，会議時間を延長しておきます。〔午後３時５６分〕 

 １番今田議員。 

１番（今田佳男君） いろいろお考えはあるとは思うんですけれども，納税で歳入が増え

れば，浜田市なんかの場合は何億円という歳入があって，若者定住の対策を打ってるとい

うような事例もあるようです。ですから，御相談頂いて，進めて頂きたい。 

 いろいろ進めて頂くのに，先ほど課長言われたように，特産品等のお返しとか，いろい



- 179 - 

ろ問題になってきたりする場合もある，いろいろな複雑な問題も出てくる可能性がある。

そうすると，他市の事例は少ないようですけれども，例えば条例をつくって，きっちりと

した決まりをつくってやっていくということも，もし必要があればお考え頂いて，必要で

あれば議会の方もまた勉強させて頂いて，進めて頂くような方向でお願いしたいと思いま

すので，よろしくお願いします。 

 次に，池田勇人没後５０年企画事業について伺います。 

 これは３月に伺いまして，企画展ということで伺っております。今回いろいろ予定がこ

ういうことですよと，１０月２４日から２カ月ですよとか，オープニングセレモニーをや

りますよとかということで，事業の内容がわかりましたんで，安心しましたということは

ないんですが，ひとつ前進してやって頂いてるんだということです。 

 オープニングセレモニーについて，先ほどの御答弁でたしか幅広く各界各層の関係者を

お招きしてオープニングセレモニーということになってるんだと思うんです。これは，い

ろんなところへ御招待を出されて，まだ返事が来てないとか，現状でどなたがお見えにな

るか確定はしてない部分が多いんだと思うんですけれども，３月にも申し上げたように，

池田総理はアメリカへ行かれてケネディ大統領とも懇意にされたりとかというようなこと

があって，世界の池田という評価だと思いますんで，多くの方がお見えになるということ

になった時に，これは老婆心ですが，今の企画展ということで３月，かかった予算の範囲

で，これは大丈夫なのかなというのはちょっとおかしな言い方ですが，不足がないかとい

うようなことが若干，お見えになる方の関係で不足が生じるようなことがあるんではない

かというふうな不安を持っとる訳ですが，その点についてはどうでしょうか。 

副議長（大川弘雄君） 文化生涯学習室長。 

文化生涯学習室長（堀信正純君） 予算の方が足りない場合の対応等についての御質問で

ございます。 

 事業の実施につきましては，基本的には計上する予算額の範囲内で行うことが必要であ

るというふうに考えております。しかしながら，事業の実施段階におきまして予算の不足

が生じる場合もございますので，そうした場合においては当該事業に関係する予算を含

め，調整する必要がございます。 

 目指すべき事業目的の達成とともに，効果的な事業実施となりますよう適切に対応して

まいりたいというふうに考えておりますので，よろしくお願い致します。 

副議長（大川弘雄君） １番今田議員。 



- 180 - 

１番（今田佳男君） どういった方がお見えになるか，現状ではまだ確定していないと。

これは，もしお見えになった方に，これ今後の期待というか，要望なんですが，お見えに

なった方が１０月２４日，オープニングセレモニーにお見えになって，御縁はそれだけで

すよということがないように，竹原にもずっと，それから後もずっと池田総理を媒介とい

うか，池田総理のことを間に挟んでずっと竹原に関心を持って頂くというようなことで，

お帰り頂くようなことで，セレモニーの方は検討頂いて，ずっと竹原に御関心を持って頂

いて，応援をして頂けるというようなことができますように，計画の方をよろしくお願い

します。 

 それから，６番目の副市長の選任同意につきましては，昨日宮原議員の方から質問があ

りまして，私のこの質問も書きましたように，副市長，頑張ってくださいよという趣旨で

質問ということでしたので，これは省略させて頂きます。 

 さっき申し上げました滋賀の研修で，１つの市の担当の課長さんが非常に私の心に残る

ことを言われましたんで，ちょっと御披露して終わりにしたいと思うんですが，そこの市

長さんとお話しして，大体そういういろんな事業をするということは，市内の庁舎の中

で，早く言うと仕事が増える訳ですから，余り平たく言うと好まれることではないと。だ

けど，やらないと市の財政がもたないということで一生懸命やってるということで，そう

いうことでその市の市長さんとお話しされて，そうするとその市長さんが，大事なことは

やるかやらないかだと。計画じゃなくて，やるかやらないかだということを言われたと，

たまには市長もええこと言うというて，冗談をその課長さんが言われておりましたが，計

画というのはたくさん竹原市でもありますけれども，実際やるかやらないかと，これが大

事になってくると思っております。 

 もう一つ，その課長さんが同じことを言って，一つを言われました。先ほど申し上げま

したように，３６人の職員さん向けの研修に９人の議員が来てると。議員さんにお願いが

ありますというふうに話し始められまして，今申し上げたように，自分がかなり苦労され

たんだと思うんです。そうすると，一生懸命やってる職員さんがいるから，議員はそうい

う職員さんを見つけて応援してやってくれと，これは切実な言葉だと思うんですが，とい

うことを言われておりました。当然議員は監視権がありますから，行政のことについてチ

ェックをしていかなきゃいけない訳ですけれども，本当に一生懸命やっておられる職員さ

んも市内に，竹原市にもおられると。そういう人たちを応援をずっとしていかにゃいかん

と，そういうことでこの２つは研修で非常に感銘を受けて帰った言葉なんで，一応御披露
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させて頂きます。 

 私一般質問の９番目，最後ということで，これで終わりにしますが，最後に市長，この

たびは我々同僚議員が９名，一般質問しました。過去の資料見ますと，かなりの大人数と

いうか，今までにない人数じゃなかったんかと思うんです。いろいろな角度から質問をさ

せて頂きました。最後に，市長に一言で結構ですから，これからも一生懸命全力で頑張り

ますというか，そういう決意を頂いて，一般質問を終わりにしたいと思いますんで，よろ

しくお願いします。 

副議長（大川弘雄君） 市長。 

市長（吉田 基君） ありがとうございます。 

 ９人の皆さんから，いろいろな面で御指摘なり，御提言，胸にしみ入る，そんな感じで

ございます。微力ですけど，職員の皆さんと，また議会の皆さんとも力を合わせながら一

つ一つきちっとやっていきたいというのが今の私の本音でございます。どうぞよろしくお

願い致します。 

副議長（大川弘雄君） 以上をもって今田佳男議員の一般質問を終結致します。 

 これをもって一般質問を終結致します。 

 明６月２６日午前１０時から会議を再開することとし，本日はこれにて散会致します。 

              午後４時０６分 散会 

 

 


